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中
世
前
期
を
中
心
に

　

本
稿
は
、
中
世
後
期
を
中
心
と
し
た
材
木
（
造
営
用
材
）
の
生
産
・
流
通
・
消
費
に
関
す
る
先
行

研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
中
世
前
期
に
お
け
る
権
門
寺
社
の
造
営
用
材
調
達
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
、

そ
の
背
後
に
あ
る
技
術
の
社
会
的
配
置
の
あ
り
方
を
論
じ
た
。

　

そ
の
結
果
、
古
代
末
期
・
中
世
成
立
期
を
通
じ
て
展
開
し
た
畿
内
周
辺
に
お
け
る
材
木
の
交
易
活

動
の
発
展
の
う
え
に
、
広
域
的
な
流
通
商
品
材
が
発
展
し
て
い
く
の
に
と
も
な
い
、
十
三
世
紀
後
半

を
画
期
と
し
て
造
営
用
材
調
達
シ
ス
テ
ム
が
転
換
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
し
た
動
き
の

背
景
に
は
、
物
資
の
集
積
・
備
蓄
・
売
買
に
と
ど
ま
ら
な
い
中
核
的
集
散
地
の
は
た
す
社
会
的
機
能

の
変
化
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
広
義
の
製
材
加
工
に
属
す
る
技
術
と
そ
の
担
い
手
が
成
長
す
る
と
と
も

に
、
同
じ
く
木
材
を
使
用
す
る
他
の
生
業
と
の
併
存
関
係
に
つ
い
て
も
問
題
提
起
を
行
っ
た
。

　

同
様
の
視
点
は
山
林
や
都
市
の
建
設
現
場
に
お
い
て
も
適
用
が
可
能
で
あ
り
、
中
世
に
お
け
る
材

木
の
生
産
・
流
通
・
消
費
の
フ
ロ
ー
が
、
都
鄙
間
に
お
い
て
お
お
ま
か
に
成
立
し
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
各
要
素
は
比
重
こ
そ
異
な
る
に
せ
よ
、
杣
山
・
中
核
的
集
散
地
・
建
設
現
場
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で

複
合
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
中
世
社
会
は
、「
製
材
」
や
「
運
送
」
と

い
っ
た
技
術
が
特
定
の
空
間
・
人
材
に
固
着
し
な
が
ら
完
全
な
社
会
的
分
業
と
し
て
成
立
し
て
い
る

と
は
言
い
難
い
側
面
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
看
過
し
え
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
中
世
の
材
木
を
め
ぐ
る
生
産
・
流
通
・
消
費
の
複
合
し
た
各
局
面
で
技
術
の
具
体
的
な

行
使
・
継
承
と
一
体
的
に
存
在
し
て
い
た
呪
術
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
論
及
し
た
史
料
の
分
析
を
含

め
て
今
後
の
課
題
と
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
中
世
・
材
木
・
技
術
・
寺
社
・
生
業

は
じ
め
に

笊
中
世
荘
園
の
形
成
と
杣
山
の
確
保

笆
流
通
商
品
材
の
展
開
と
造
営
用
材
調
達
方
式
の
転
換

笳
中
核
的
集
散
地
に
み
る
技
術
の
社
会
的
配
置
の
変
容

お
わ
り
に

﹇
論
文
要
旨
﹈
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は
じ
め
に

　

前
近
代
を
通
じ
て
日
本
列
島
の
多
く
の
地
域
で
は
、
住
宅
を
は
じ
め
と
す
る
建
築

物
に
木
造
技
術
を
主
と
し
て
用
い
、
そ
の
比
重
を
高
め
て
き
た
。
と
り
わ
け
列
島
の

広
範
囲
に
権
力
を
及
ぼ
し
う
る
国
家
の
成
立
と
展
開
に
つ
れ
て
、
政
治
的
中
心
地
た

る
都
城
、
そ
し
て
首
都
的
機
能
を
も
つ
大
都
市
で
は
、
大
量
の
材
木
消
費
が
恒
常
的

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
早
く
も
八
世
紀
の
正
倉
院
文
書
中
に
は
、
石
山
寺
な
ど

の
造
営
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
史
料
群
が
含
ま
れ
、
材
木
の
用
途
や
一
定
の
規
格
、

そ
の
入
手
・
運
送
方
法
、
対
価
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
周
知
に
属
す
�

　

地
域
レ
ヴ
ェ
ル
で
完
結
す
る
生
産
と
消
費
の
ミ
ニ
マ
ム
な
動
き
と
も
絡
み
合
い
な

が
ら
、
お
お
む
ね
地
方
の
採
集
地
か
ら
中
央
の
消
費
地
へ
材
木
が
求
心
的
に
移
動
し

て
い
く
基
幹
的
な
ル
ー
ト
が
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
浮
上
し
て
く
る
こ
と
は
否

定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
一
定
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
よ
う
に
、

材
木
の
移
動
が
材
木
の
規
格
化
と
商
品
化
を
と
も
な
う
流
通
と
し
て
の
性
格
を
強
め

て
い
く
も
の
で
あ
っ

�
と
同
時
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
世
に
か
け

て
材
木
の
商
品
流
通
と
い
う
趨
勢
が
強
ま
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
材
木
の
生
産
と
消

費
に
必
要
不
可
欠
な
技
術
（
さ
し
あ
た
っ
て
は
採
集
か
ら
製
材
、
加
工
、
建
築
の
各

局
面
に
必
要
な
技
術
）
の
存
在
形
態
は
固
定
し
た
ま
ま
で
は
な
く
、
立
地
・
担
い
手

な
ど
か
ら
な
る
技
術
の
社
会
的
な
配
置
構
造
も
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
変
化
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の

要
所
ご
と
に
呪
術
的
な
行
為
を
随
伴
し
て
い
た
こ
と
も
容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
。

　

お
も
に
文
献
史
料
を
駆
使
し
た
中
世
史
研
究
の
立
場
か
ら
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な

造
営
用
材
の
生
産
・
移
動
・
消
費
の
フ
ロ
ー
、
と
り
わ
け
都
鄙
間
の
そ
れ
を
め
ぐ
る

技
術
の
社
会
的
配
置
の
あ
り
方
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
重
要
な
導
き

の
糸
と
な
る
の
が
田
村
憲
美
氏
の
研

�
あ
る
。
田
村
氏
は
中
世
後
期
に
視
点
を
据

え
て
、
流
通
史
や
環
境
史
の
成
果
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
、
寺
社
の
造
営
用
材
が
調

（
１
）

る
。

（
２
）

た
。

（
３
）

究
で

達
さ
れ
る
経
過
を
列
島
規
模
で
類
型
的
に
把
握
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
ま
ず
、
材
木
の
入
手
方
法
が
用
材
の
種
類
に
よ
り
杣
に
特
注
す
る
場
合

と
津
・
湊
で
購
入
す
る
場
合
の
二
つ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
う
え
で
、「
建
築
の
場

に
視
点
を
置
い
た
材
木
の
様
態
」
を
類
型
立
て
る
べ
く
、
材
木
の
「
形
状
・
用
途
」

と
「
調
達
の
契
機
」
の
二
つ
の
次
元
を
設
定
し
て
、
前
者
を
〈
非
規
格
材
〉
と
〈
規

格
材
〉
に
、
後
者
を
〈
近
隣
材
〉
と
〈
流
通
商
品
材
〉
と
に
区
分
し
た
。
こ
の
う
ち

〈
非
規
格
材
〉
は
「
雑
材
」
と
「
大
物
」
に
細
分
で
き
る
と
し
、
ま
た
〈
近
隣
材
〉

と
は
消
費
の
場
の
近
隣
で
調
達
す
る
も
の
で
あ
り
、〈
流
通
商
品
材
〉
は
外
部
か
ら

流
通
し
て
く
る
商
品
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
田
村
氏
作
成
の

チ
ャ
ー
ト
か
ら
簡
略
化
し
て
示
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　

近
隣
材　
　
　

非
規
格
材
（
雑
材
）・
小
型
材

　
　
　
　
　
　
　

非
規
格
材
・
概
し
て
大
型
材

　

流
通
商
品
材　

大
型
の
非
規
格
材
（
大
物
）・
高
品
質
材

　
　
　
　
　
　
　

規
格
材
（
榑
・
板
・
柱
）

　

田
村
論
文
の
目
的
は
、
材
木
調
達
の
あ
り
方
に
お
け
る
〈
近
隣
材
〉
の
比
重
の
高

さ
を
読
み
と
り
、
そ
こ
か
ら
中
世
後
期
の
「
地
域
」
的
ま
と
ま
り
を
抽
出
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
〈
流
通
商
品
材
〉
の
展
開
に
注
目
し
な
が
ら
、
中
世
前
期

に
お
け
る
首
都
京
都
の
権
門
寺
社
に
よ
る
造
営
用
材
の
調
達
の
実
態
に
せ
ま
り
、
と

く
に
建
築
の
場
に
視
点
を
す
え
た
材
木
の
調
達
・
消
費
と
い
う
田
村
氏
の
分
析
視
角

を
さ
ら
に
深
め
て
、
造
営
用
材
の
調
達
方
法
の
変
容
と
前
述
の
よ
う
な
技
術
の
社
会

的
配
置
と
の
関
係
を
素
描
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
田
村
氏
が
中
世
前
期
に
お
け
る

材
木
調
達
の
あ
り
方
を
「
荘
園
公
領
制
」
の
形
成
と
の
関
わ
り
か
ら
分
析
す
る
に
あ

た
っ
て
、
材
木
の
生
産
現
場
・
流
通
経
路
・
消
費
現
場
の
そ
れ
ぞ
れ
に
現
れ
る
木
屋

の
機
能
に
着
目
す
べ
き
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
ま
た
、
当
該
期
に
お
け

る
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
対
象
と
し
て
は
京
都
以
西
の
瀬
戸
内
エ
リ
ア
に
限
定
す

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

　

な
お
、
私
は
網
野
善
彦
氏
の
提
唱
し
た
研
究
史
上
の
過
渡
的
概
念
で
あ
る
「
荘
園
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公
領
制
」
を
批
判
的
に
継
承
し
て
、
当
該
期
の
土
地
制
度
を
中
世
荘
園
制
と
規
定
し

て
い

�
で
、
本
稿
で
も
こ
の
概
念
に
も
と
づ
き
荘
園
の
語
を
も
ち
い
る
こ
と
と
す

る
。

笊
中
世
荘
園
の
形
成
と
杣
山
の
確
保

　

田
村
憲
美
氏
が
中
世
後
期
に
お
け
る
造
営
用
材
の
入
手
方
法
と
し
て
示
し
た
モ
デ

ル
、
す
な
わ
ち
杣
へ
の
特
注
（
杣
誂
え
）
と
津
・
湊
な
ど
の
流
通
拠
点
で
の
購
入
は
、

基
本
的
に
中
世
前
期
に
も
あ
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
三

月
日
大
中
臣
公
行
重
申
状
〔『
兼
仲
卿
記
』
弘
安
十
年
九
月
十
月
記
紙
背
文
書
、『
鎌
倉

遺
文
』
一
五
八
六
九
号
〕
に
は
、
二
所
大
神
宮
等
造
営
の
用
材
と
し
て
「
手
採
之
材

木
」
と
「
買
材
木
」
の
区
別
が
み
え
る
。
前
者
は
鎌
倉
初
期
の
史
料
で
「
入
杣
採
材

木
」〔
貞
永
元
年
カ
十
一
月
十
二
日
尊
性
法
親
王
書
状
、
真
経
寺
所
蔵
法
華
経
紙
背
文
書
、

『
鎌
倉
遺
文
』
四
四
〇
二
号
〕
と
も
い
わ
れ
る
杣
か
ら
の
調
達
（
採
取
）
で
、
後
者
が

購
入
材
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
後
者
が
流
通
材
の
み
を
指
す
か
否
か
は
ひ
と
ま
ず
留

保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
論
理
的
に
は
杣
か
ら
の
材
木
購
入
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、
前
者
（
杣
採
材
と
呼
ぶ
）
を
め
ぐ
る
需
給
関
係
を
中
世
荘
園
制
の

形
成
と
絡
ま
せ
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　

古
代
の
官
寺
か
ら
推
移
し
た
中
世
寺
院
、
た
と
え
ば
東
大
寺
で
は
、
八
世
紀
半
ば

に
勅
施
入
さ
れ
た
伊
賀
国
板
蠅
杣
を
は
じ
め
、
十
世
紀
半
ば
に
個
人
か
ら
寄
進
さ
れ

た
玉
滝
杣
な
ど
、
い
く
つ
か
の
杣
山
を
所
有
し
て
修
造
用
の
材
木
を
調
達
す
る
こ
と

が
で
き

�
十
二
世
紀
末
の
再
建
時
か
ら
は
山
林
資
源
の
豊
富
な
周
防
国
を
造
営
料

国
と
し
て
与
え
ら
れ
て
も
い
る
よ
う
に
、
国
政
レ
ヴ
ェ
ル
の
支
援
が
顕
著
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
お
お
む
ね
十
世
紀
か
ら
京
都
の
郊
外
で
摂
関
家
な
ど
の
権
門
勢

家
が
建
立
し
は
じ
め
る
氏
寺
を
は
じ
め
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
京
内
の
仁
和
寺
や
郊

外
の
白
河
・
鳥
羽
な
ど
で
次
々
に
新
造
さ
れ
て
い
く
天
皇
・
上
皇
・
女
院
な
ど
の
御

願
寺
に
は
、
朝
廷
か
ら
杣
の
施
入
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
４
）

る
の

（
５
）

た
。

　

藤
原
氏
の
な
か
で
忠
平
流
の
一
門
寺
と
し
て
十
世
紀
に
建
立
さ
れ
た
法
性
寺
は
、

播
磨
国
の
市
川
上
流
に
位
置
す
る
大
河
内
杣
を
も
ち
、
修
造
時
に
使
う
材
木
、
榑
を

調
達
し
て
い
た
。
の
ち
に
大
河
内
杣
は
法
性
寺
領
大
河
内
荘
と
し
て
史
料
に
あ
ら
わ

れ
る
が
、
十
一
世
紀
段
階
で
は
寺
家
料
を
負
担
せ
ず
、
あ
く
ま
で
修
造
用
材
の
た
め

の
杣
で
あ
っ
た
〔『
小
右
記
』
長
元
元
年
八
月
二
十
一
日
条
〕。

　

史
料
上
の
明
証
の
あ
る
八
世
紀
以
来
、
中
世
成
立
期
に
い
た
る
奈
良
・
京
都
で
の

大
規
模
造
営
は
、
畿
内
近
国
の
各
国
か
ら
材
木
を
調
達
す
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
に
多

い
。
運
搬
上
の
都
合
が
も
っ
と
も
規
定
要
因
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な

か
で
も
近
国
の
西
域
を
し
め
る
播
磨
と
摂
津
は
、
都
市
化
と
宅
地
開
発
の
進
ん
だ
現

在
の
阪
神
間
に
お
け
る
地
形
か
ら
も
明
瞭
な
よ
う
に
山
地
が
瀬
戸
内
海
に
せ
ま
り
、

し
か
も
後
述
す
る
播
磨
・
摂
津
国
境
の
争
い
や
、
播
磨
の
清
水
寺
が
修
造
用
材
を
摂

津
国
内
の
住
吉
社
神
領
杣
山
か
ら
採
木
し
て
い

�
う
に
、
両
国
に
ま
た
が
る
か
た

ち
で
豊
富
な
山
林
資
源
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
山
間
を
流
れ

く
だ
る
幾
筋
も
の
河
川
が
瀬
戸
内
沿
岸
を
介
し
て
、
あ
る
い
は
直
接
に
淀
川
と
接
続

し
て
お
り
、
京
都
と
瀬
戸
内
の
諸
国
と
を
結
ぶ
大
動
脈
た
る
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

大
量
の
材
木
を
比
較
的
短
期
間
に
京
都
・
奈
良
へ
運
び
う
る
一
大
供
給
地
と
な
っ
て

い
た
。

　

十
一
世
紀
前
半
に
大
安
寺
の
造
営
で
「
播
磨
材
木
」
が
活
用
さ
れ
て
い

�
を
は

じ
め
、
中
世
の
播
磨
で
は
三
方
山
杣
・
三
方
西
郷
、
香
山
保
な
ど
で
材
木
が
産
出
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
周
辺
に
は
杣
人
の
分
布
も
史
料
上
で
確
か
め
ら
れ
�

　

ま
た
、
摂
津
で
は
、
国
衙
な
ど
が
杣
山
を
流
れ
く
だ
る
主
な
河
川
に
津
守
を
お
い

て
、
運
送
さ
れ
る
材
木
に
率
分
を
賦
課
し
て
い
た
よ
う
す
が
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

武
庫
川
上
流
に
位
置
す
る
普
成
仏
院
領
野
鞍
荘
は
、
同
荘
か
ら
の
修
理
用
材
が
広

井
・
西
宮
・
河
面
で
率
分
未
納
の
た
め
し
ば
し
ば
抑
留
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
鳥
羽
院

庁
下
文
や
後
白
河
院
庁
下
文
な
ど
で
在
庁
官
人
あ
て
に
率
分
の
免
除
を
命
じ
て
も

ら
っ
て
い

�
さ
ら
に
、
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
お
よ
び
嘉
応
三
年
（
一
一
七

一
）
に
廣
田
社
神
人
が
太
政
官
に
訴
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
権
門
勢
家
材
木
と
号

（
６
）

る
よ

（
７
）

る
の

（
８
）

る
。

（
９
）

る
。

［中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置］……高橋一樹
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し
て
、
摂
津
に
あ
る
廣
田
社
領
（
社
家
修
理
料
所
と
し
て
の
）
杣
山
の
山
手
（
檜

皮
・
榑
）
と
武
庫
川
の
率
分
（
材
木
十
支
の
う
ち
一
支
）
を
弁
済
し
な
い
輩
が
増
加

し
て
い
る
と
い
�

　
「
権
門
勢
家
材
木
と
号
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、
率
分
を
逃
れ
る
た
め
の
口
実
で

実
態
が
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
が
、
十
二
世
紀
初
頭
に
摂
関
家
の
藤
原
師

実
が
高
陽
院
殿
を
造
営
す
る
に
際
し
て
、
藤
原
定
綱
が
私
家
の
造
営
用
に
播
磨
か
ら

調
達
し
て
い
た
材
木
を
提
供
し
た
事
例
〔『
小
右
記
』
寛
治
三
年
六
月
十
五
日
条
裏
書
〕

も
あ
り
、
お
お
む
ね
十
二
世
紀
を
通
じ
て
権
門
勢
家
・
寺
社
が
摂
津
・
播
磨
の
杣
山

に
進
出
し
て
い
っ
た
の
は
事
実
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

十
二
世
紀
に
本
格
化
す
る
王
家
や
摂
関
家
の
御
願
寺
の
造
営
で
は
、
そ
れ
を
請
け

負
っ
た
国
司
が
お
も
に
材
木
を
調
達
し
堂
舎
が
完
成
す

�
、
以
後
の
修
理
に
必
要

な
材
木
等
を
調
達
す
る
た
め
に
、
寺
の
財
政
を
さ
さ
え
る
荘
園
の
設
立
と
リ
ン
ク
さ

せ
て
杣
山
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

十
二
世
紀
初
頭
に
立
荘
さ
れ
た
阿
波
国
篠
原
荘
は
、
わ
ず
か
三
十
七
町
の
免
田
の

寄
進
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
実
際
に
は
勝
浦
郡
の
ほ
ぼ
全
域
を
荘
園
と
し
、
そ
の
な

か
に
千
町
と
も
千
五
六
百
町
と
も
い
わ
れ
る
山
野
を
「
打
ち
籠
め
」「
押
し
入
れ
」

た
。
こ
の
た
め
阿
波
国
司
が
白
河
院
庁
に
訴
え
、
相
論
と
な
っ
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス

で
荘
園
領
主
側
は
、「
材
木
を
取
る
山
を
打
ち
籠
め
る
の
條
、
候
わ
ざ
る
事
な
り
、

庄
内
に
山
野
は
少
し
く
四
至
内
に
在
り
と
い
え
ど
も
、
材
木
を
取
る
事
ま
っ
た
く
候

わ
ず
、
材
木
山
に
於
い
て
は
他
庄
内
に
在
り
」
と
反
論
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
篠
原

荘
の
設
立
を
め
ぐ
る
領
主
側
と
国
司
側
と
の
対
立
点
に
、
わ
ず
か
な
免
田
を
足
が
か

り
と
し
た
荘
域
へ
の
広
大
な
杣
山
の
包
摂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
�

　

篠
原
荘
は
立
荘
が
強
引
に
進
め
ら
れ
た
事
例
だ
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
法
金
剛
院

領
の
駿
河
国
益
頭
荘
が
立
荘
さ
れ
る
際
に
は
、
国
司
の
申
請
に
よ
り
「
志
太
山
」
が

荘
域
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
〔『
長
秋
記
』
大
治
五
年
十
一
月
二
十
二
日
条
〕。
荘
域
へ
の

杣
山
の
包
摂
を
嫌
っ
た
国
司
と
荘
園
領
主
と
の
調
整
が
は
か
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　

中
世
成
立
期
に
お
け
る
王
家
や
摂
関
家
の
御
願
寺
領
を
核
と
す
る
中
世
荘
園
の
形

（　

）
１０う
。

（　

）
１１る
と

（　

）
１２る
。

成
は
、
堂
舎
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
名
目
と
し
た
材
木
確
保
の
た
め
の
山
野
囲
い
込
み

が
行
わ
れ
た
結
果
、
国
司
や
国
衙
と
の
あ
い
だ
で
衝
突
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
そ
れ
は

前
述
し
た
率
分
の
賦
課
だ
け
で
な
く
、
国
司
や
国
衙
の
側
で
も
材
木
の
需
要
が
あ
り
、

そ
の
供
給
地
を
国
内
に
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
国

衙
管
轄
の
杣
山
を
「
国
杣
」
と
い
う
。

　

建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
伊
賀
国
の
在
庁
官
人
等
が

東
大
寺
を
相
手
に
訴
え
た
内

�
よ
る
と
、
数
年
前
に
同
国
山
田
郡
に
あ
る
国
杣
が

東
大
寺
の
荘
園
に
押
し
籠
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
国
内
に
杣
が
無
け
れ
ば
、（
伊
賀
国

に
割
り
当
て
ら
れ
た
）
興
福
寺
三
面
僧
房
の
造
営
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

せ
め
て
造
営
が
終
了
す
る
ま
で
問
題
の
杣
山
を
国
領
（
こ
の
場
合
は
国
杣
）
に
戻
す

べ
き
だ
、
と
い
う
。
十
一
世
紀
以
降
、
院
御
所
や
御
願
寺
の
堂
舎
な
ど
の
造
営
を
請

け
負
っ
た
国
司
た
ち
は
、
国
衙
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
任
国
内
の
国
杣
か
ら
材
木
を

調
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
国
司
は
さ
ま
ざ
ま
な

人
脈
を
駆
使
し
て
の
材
木
集
め
に
腐
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、

国
杣
を
国
領
の
な
か
に
死
守
す
る
べ
く
、
そ
の
争
奪
戦
が
荘
園
形
成
の
本
格
化
と
と

も
に
激
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
る
。

　

中
世
成
立
期
の
山
野
に
お
け
る
領
主
的
規
制
を
論
じ
た
戸
田
芳
実
氏
は
、
杣
・
牧

か
ら
発
展
し
た
荘
園
と
は
別
に
、
田
畠
の
領
掌
か
ら
山
野
河
海
を
含
む
領
域
性
を

も
っ
た
荘
園
の
形
成
に
つ
い
て
、「
在
地
領
主
制
の
支
配
・
領
有
体
制
を
積
極
的
に

庄
園
体
制
の
内
部
に
吸
収
し
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
下
に
支
配
・
領
有
組
織
の
領
主

制
的
改
造
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い

�
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
阿
波
国
篠
原
荘
の
立
荘
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
杣
山
を
包
摂
し
た
荘

域
の
確
保
に
荘
園
領
主
側
の
要
求
が
強
く
働
い
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
在
地

領
主
の
支
配
・
領
有
体
制
」
と
い
う
の
も
、
現
地
の
住
人
レ
ヴ
ェ
ル
を
巻
き
込
ん
だ

集
団
的
な
利
害
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

十
二
世
紀
前
半
に
お
け
る
中
世
荘
園
の
立
荘
に
村
落
住
人
の
動
向
が
い
か
に
反
映

し
て
い
た
か
を
知
り
う
る
希
有
の
事
例
で
あ
る
紀
伊
国
神
野
真
国
荘
で
は
、
仁
和
寺

（　

）
１３容
に

（　

）
１４る
。
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御
室
領
の
毛
無
原
村
と
国
領
段
階
の
猿
河
村
と
が
山
野
の
境
界
争
い
を
つ
づ
け
て
い

た
。
現
地
の
古
老
住
人
や
国
司
、
国
衙
在
庁
の
裁
定
で
も
決
着
を
み
な
か
っ
た
た
め
、

猿
河
村
の
住
人
た
ち
は
鳥
羽
院
庁
の
荘
園
で
あ
る
神
野
真
国
荘
の
立
荘
に
入
り
込
み
、

自
分
た
ち
が
主
張
す
る
山
林
内
の
境
界
に
同
荘
の
�
示
を
打
っ
て
も
ら
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
境
界
を
承
認
し
な
い
毛
無
原
村
の
住
人
た
ち
は
、
猿
河
村
が
切
り
出
し

た
「
新
御
願
寺
」
門
柱
五
本
を
抑
留
す
る
実
力
行
使
に
出
て
、
双
方
の
荘
園
領
主
を

ま
き
こ
ん
だ
中
央
で
の
裁
判
に
発
展
し
て
い

�
ま
た
、
播
磨
国
淡
河
荘
と
摂
津
国

山
田
荘
は
十
二
世
紀
か
ら
中
世
を
通
じ
て
（
近
世
に
い
た
る
ま
で
）
境
界
相
論
が
断

続
的
に
つ
づ
く
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は
住
人
ら
の
「
山
木
を
盗
み
取

る
」
行
為
に
象
徴
さ
れ
る
山
林
争
い
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

�
中
世
荘
園
が
山
野
を

包
摂
し
う
る
前
提
に
は
、
現
地
住
人
に
よ
る
活
発
な
伐
木
活
動
が
あ
り
、
首
都
京
都

方
面
へ
の
一
定
の
材
木
供
給
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
述
す

る
京
都
・
堀
川
の
材
木
市
場
の
十
二
世
紀
に
お
け
る
活
況
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

　

で
は
、
十
二
世
紀
段
階
の
杣
山
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
材
木
が
供
給
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

十
四
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
巻
七
に
は
、
杣
山
で
の
材
木

伐
採
の
よ
う
す
が
描
か
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
写
実
的
な
描
写
で
は
あ
り
え
な
い
が
、

切
り
倒
さ
れ
た
木
材
の
ま
ま
で
は
な
く
、
建
築
現
場
に
い
た
る
運
送
の
た
め
の
縄
を

括
り
付
け
る
穴
＝
鼻
ぐ
り
の
あ
い
た
加
工
済
み
の
材
木
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
は
注
意

し
て
よ
い
。
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
十
月
に
紀
伊
国

神
野
真
国
荘
の
杣
行
事
が
同
荘
の
杣
山
か
ら
「
造
下
」
し
た
材
木
「
四
百
九
十
八

支
」
の
リ
ス
ト
〔
古
田
券
・
吉
田
文
書
、『
平
安
遺
文
』
二
五
三
七
・
八
号
〕
を
み
て
み

よ
う
。
そ
の
内
容
を
日
付
ご
と
に
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。　

　
　

七
月
二
日　
　
　
　

御
門
具
足　

門
柱
：
四
本　

塘
敷
：
四
枚　

中
門
板
敷

板
：
廿
三
枚

　
　

七
月
廿
七
日　
　
　

榑
大
榑
：
二
百
寸　

樋
：
二
支

　
　

八
月
廿
三
日　
　
　

四
五
木
并
榑
：
七
十
支

（　

）
１５る
。

（　

）
１６た
。

　
　

九
月
二
十
三
日　
　

八
九
寸
：
廿
支　

七
八
寸
：
八
十
支

　
　

九
月
二
十
六
日　
　

垂
木
：
三
十
支

　
　

十
月
一
日　
　
　
　

八
九
寸
：
四
十
五
支　

七
八
寸
：
八
十
寸　

裏
板
：
廿
枚

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
神
野
真
国
荘
は
鳥
羽
院
庁
に
付
属
す
る
王
家
領
荘

園
と
し
て
、
新
し
い
御
願
寺
の
門
柱
な
ど
を
生
産
・
搬
出
し
て
お
り
、
右
に
列
挙
さ

れ
た
門
柱
や
塘
板
、
中
門
の
板
敷
板
な
ど
も
同
様
の
特
注
品
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か

は
榑
や
四
五
木
・
八
九
寸
木
・
七
八
寸
木
と
い
っ
た
規
格
材
に
、
垂
木
・
裏
板
な
ど

の
基
本
的
な
部
材
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
の
仁
和
寺
材
木
送
文
〔
仁
和
寺
文
書
、『
平
安
遺

文
』
補
八
九
号
〕
は
、
当
時
の
仁
和
寺
領
荘
園
か
ら
運
送
さ
れ
た
材
木
の
リ
ス
ト
と

思
わ
れ
、
前
述
し
た
阿
波
国
篠
原
荘
で
採
取
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
に
も

榑
・
檜
榑
・
椙
榑
の
ほ
か
、「
榑
六
百
六
十
一
寸
」
と
し
て
、

尺
三
寸
：
七
寸　

尺
九
寸
：
六
支　

八
九
寸
：
百
支　

七
八
寸
：
二
百
支

七
六
寸
：
六
十
支　

五
六
寸
：
十
四
支　

四
五
木
：
六
支　

垂
木
：
二
十
七
支

八
三
寸
：
三
十
七
支　

正
目
木
：
五
十
支　

三
寸
半
板
：
七
十
枚

二
寸
半
板
：
三
十
枚　

小
二
寸
半
板
：
二
百
五
十
枚

築
地
裏
枚
（
板
）：
百
四
十
三
枚

と
い
う
よ
う
な
各
種
の
用
材
と
枚
数
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
神
野
真
国
荘
の
事
例
と

一
致
す
る
八
九
寸
木
・
七
八
寸
木
、
垂
木
、
裏
板
を
は
じ
め
、
十
二
世
紀
段
階
の
杣

山
で
生
産
さ
れ
る
規
格
材
や
部
材
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ぎ
に
、
杣
山
か
ら
材
木
を
搬
出
す
る
木
津
や
現
地
の
加
工
施
設
で
あ
る
木
屋
で

把
握
さ
れ
た
材
木
の
リ
ス
ト
を
み
て
み
よ
う
。
や
は
り
神
野
真
国
荘
の
杣
奉
行
・
山

守
ら
が
天
養
元
年
十
月
十
二
日
付
け
で
賀
天
婆
（
同
荘
猿
河
村
の
山
林
を
は
さ
ん
だ

東
隣
）
の
木
津
か
ら
引
き
出
し
た
材
木
の
リ
ス
ト
〔
古
田
券
、『
平
安
遺
文
』
二
五
三

九
号
〕
か
ら
摘
記
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

戸
板
（
八
十
枚
）　

正
目
榑
（
七
十
三
寸
）　

冠
木
（
百
支
）

三
寸
半
板
（
五
十
六
枚
）　

鼠
走
（
三
十
六
支
）　

裏
板
（
四
十
一
枚
）

［中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置］……高橋一樹
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七
八
寸
木
（
十
六
支
）　

保
立
板
（
七
枚
）　

四
五
寸
木
（
七
支
）

御
宿
所
料
借
給
板
（
廿
枚
）　

榑
（
十
一
支
）　

正
□
木
（
三
支
）

　

杣
で
「
造
下
」
さ
れ
た
材
木
と
同
様
に
、
四
五
寸
木
や
七
八
寸
木
、
三
寸
半
板
、

榑
と
い
っ
た
規
格
材
に
冠
木
・
戸
板
・
裏
板
・
鼠
走
な
ど
の
用
途
が
明
確
な
部
材
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
木
津
に
は
木
屋
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
、
杣
と
連
携
し

た
製
材
の
あ
り
方
が
想
定
さ
れ
る
。
黒
田
日
出
男
氏
は
、
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）

壬
五
月
十
八
日
伊
賀
国
東
大
寺
領
材
木
点
定
注
文
〔
高
橋
義
彦
氏
所
蔵
文
書
、『
平
安

遺
文
』
二
四
二
五
号
〕
な
ど
に
も
と
づ
き
、
伊
賀
国
名
張
郡
に
展
開
す
る
木
屋
の
存

在
形
態
を
検
討
す
る
な
か
で
、
木
屋
の
機
能
に
言
及
し
て
い

�
東
大
寺
の
材
木
が

置
か
れ
て
い
る
木
屋
の
名
前
と
材
木
の
名
称
が
記
さ
れ
た
同
注
文
の
内
容
を
摘
記
す

る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

中
村　
　
　
　

檜
榑
・
四
五
寸
木
・
柱

　
　

芋
生
木
屋　
　

七
八
寸
木
・
七
六
寸
木
・
板
・
柱
・
門
屋
柱
・
板

　
　

重
友
門　
　
　

四
五
木

　
　

土
与
丸
門　
　

五
六
寸
木

　
　

真
貞
内　
　
　

柱

　
　

清
末
内　
　
　

四
五
木
・
歩
板

　
　

安
部
田
木
屋　

四
五
寸
木
・
歩
板

　

黒
田
氏
に
よ
る
と
、
中
村
・
安
部
田
・
重
友
門
・
土
与
丸
門
・
真
貞
内
・
清
末
内

は
、「
国
司
や
東
大
寺
に
よ
っ
て
設
定
・
利
用
さ
れ
る
公
的
な
性
格
・
役
割
を
に
な
う

木
屋
で
あ
」
り
、
そ
れ
が
「
杣
の
機
能
と
有
機
的
に
結
合
し
て
成
立
し
た
、
公
的
な

木
材
集
積
・
加
工
地
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
把
握
さ
れ

た
材
木
の
種
類
は
、
杣
や
木
津
で
確
認
さ
れ
る
材
木
と
見
事
に
一
致
し
て
お
り
、
十

二
世
紀
前
半
の
杣
山
や
そ
の
近
隣
に
所
在
す
る
木
津
・
木
屋
で
特
定
の
寸
法
や
建
築

物
の
用
途
に
即
し
た
一
定
の
規
格
材
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

杣
山
や
そ
の
近
隣
の
木
津
・
木
屋
で
そ
う
し
た
規
格
材
が
製
材
さ
れ
る
に
い
た
る

歴
史
的
背
景
を
、
史
料
上
で
明
確
に
お
さ
え
る
こ
と
は
大
き
な
困
難
を
と
も
な
う
。

（　

）
１７る
。

た
だ
、
寺
社
等
の
造
営
主
体
が
杣
山
に
製
材
を
発
注
す
る
際
の
根
拠
は
、
個
々
の
建

築
を
実
際
に
請
け
負
う
工
匠
た
ち
の
作
成
し
た
部
材
リ
ス
ト
で
あ
り
、
杣
山
で
材
木

を
採
る
作
業
に
も
担
当
の
工
匠
が
直
接
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
強
く
影
響
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
八
月
、
小
野
宮
流
の
藤
原
実
資

が
東
北
院
の
敷
地
内
に
亡
父
実
頼
の
六
観
音
を
安
置
す
る
観
音
堂
を
再
建
す
る
こ
と

と
な
り
、
大
工
常
道
茂
安
に
丈
尺
を
打
た
せ
て
必
要
な
材
木
の
注
文
を
提
出
す
る
よ

う
に
命
じ
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
播
磨
国
の
大
河
内
杣
に
材
木
料
の
米
三
十
石
を
支
払

い
、
大
工
茂
安
を
現
地
に
派
遣
し
て
材
木
を
採
ら
せ
て
い
る
〔『
小
右
記
』
長
元
二
年

八
月
十
六
日
条
〕。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
作
業
工
程
は
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
に
は
さ

か
の
ぼ
り
、
正
倉
院
文
書
の
天
平
宝
字
五
年
十
二
月
二
十
八
日
矢
口
公
吉
人
屋
丈
尺

勘
注
解
〔『
大
日
本
古
文
書
』
四
〕
に
、

土
居
桁
（
広
一
尺
二
寸
・
厚
一
尺
）・
柱
（
方
七
寸
）・
梁
（
方
九
寸
）・
桁
（
方

九
寸
）・
垂
木
（
方
六
寸
）・
古
麻
比
（
方
六
寸
）・
宇
太
知
（
広
八
寸
・
厚
四

寸
）・
棟
（
方
七
寸
）・
博
風
（
広
九
寸
・
厚
三
寸
）・
於
蘓
比
（
方
五
寸
）・
背

板
（
広
五
寸
以
下
）

柱
（
方
一
尺
）・
梁
（
広
九
寸
・
厚
八
寸
）・
宇
太
知
（
広
八
寸
・
厚
九
寸
）・
桁

（
広
九
寸
・
厚
四
寸
）・
古
麻
比
（
方
五
寸
）・
垂
木
（
方
五
寸
）・
棟
・
上
下
長

押
（
広
八
寸
・
厚
五
寸
）・
壁
持
板
・
壁
依
板
・
戸
・
触
柱
・
桁
・
敷
板
・
庇
廻

敷
板
・
庇
柱
・
桁
・
博
風
（
破
風
）・
背
板

と
あ
る
よ
う
に
、
家
屋
内
の
お
も
だ
っ
た
部
位
に
即
し
た
用
材
の
名
称
が
す
で
に
存

在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寸
法
を
計
測
し
て
書
き
上
げ
る
書
面
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ

に
み
え
る
木
口
の
広
さ
と
厚
み
の
寸
法
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
杣
や
木
屋
で
製
材

さ
れ
る
規
格
材
の
そ
れ
と
よ
く
合
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
正
倉
院
文
書
中

の
石
山
寺
造
営
関
係
史
料
と
し
て
著
名
な
天
平
宝
字
六
年
正
月
十
五
日
雑
材
并
檜
皮

和
炭
等
納
帳
〔『
大
日
本
古
文
書
』
四
〕
か
ら
は
、

黒
木
桁
・
柱
・
古
万
比
（
木
舞
）・
佐
須
（
差
寸
）・
弊
軸
・
馬
乗
・
下
桁
・
敷
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見
・
鼠
走
・
架
・
薄
風
（
破
風
）・
波
多
板
（
端
板
）・
長
押
・
角
木
・
宇
助
・

目
草

椙
榑
・
比
蘓
（
比
曾
）

方
七
寸
桁
・
五
六
寸
桁
・
七
八
寸
桁

と
い
っ
た
、
前
掲
の
丈
尺
勘
注
解
と
も
共
通
し
、
後
世
に
名
称
が
継
承
さ
れ
る
各
種

の
部
材
が
、
近
江
な
ど
の
杣
山
に
設
置
さ
れ
た
「
作
所
」
で
採
取
な
い
し
銭
に
よ
っ

て
購
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
う

�
柱
・
梁
・
桁
な
ど
の
構
造
材
は
も
と
よ

り
、
木
舞
や
差
寸
、
幣
軸
、
敷
見
、
鼠
走
、
破
風
、
端
板
と
い
っ
た
基
本
的
な
部
材

は
、
建
造
物
の
個
別
具
体
例
に
左
右
さ
れ
る
度
合
い
の
大
き
い
長
さ
は
と
も
か
く
、

木
口
の
広
さ
と
厚
み
、
あ
る
い
は
板
の
寸
法
に
大
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
工
匠

か
ら
測
量
に
も
と
づ
い
た
発
注
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
徐
々
に
杣
山
や
木

屋
の
現
場
で
材
木
の
規
格
化
が
は
か
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
で
き
よ
う
。

中
世
成
立
期
に
は
、
そ
う
し
た
製
材
技
術
を
保
持
す
る
杣
山
を
荘
園
設
立
時
に
囲
い

込
み
、
権
門
寺
社
に
よ
る
造
営
用
の
杣
採
材
が
確
保
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
十
四
世
紀
初
頭
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
社
の
造
替
で
は
、
美
作
国
富
美

荘
の
杣
山
に
番
匠
二
名
を
派
遣
し
て
材
木
を
採
り
、
阿
波
・
安
芸
・
周
防
の
社
領
荘

園
三
ヶ
所
か
ら
も
材
木
を
調
達
し
て
い
る
が
、
中
世
荘
園
制
の
形
成
段
階
と
は
異
な

る
材
木
調
達
の
方
法
、
と
り
わ
け
杣
採
材
の
入
手
先
と
し
て
の
社
領
荘
園
の
性
格
か

ら
変
容
し
て
い
る
事
実
が
み
う
け
ら
れ
る
。
同
時
期
の
史
料
に
み
ら
れ
る
「
買
材

木
」、
す
な
わ
ち
購
入
材
の
問
題
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
章
を
か
え
て
検
討
し
よ
う
。

笆
流
通
商
品
材
の
展
開
と
造
営
用
材
調
達
方
式
の
転
換

　

朝
廷
の
木
工
寮
や
修
理
職
が
関
与
す
る
造
営
事
業
の
用
材
は
も
と
よ
り
、
権
門
勢

家
・
寺
社
の
需
要
に
も
と
づ
い
て
、
美
濃
・
飛
騨
・
近
江
・
山
城
・
丹
波
・
摂
津
・

播
磨
・
河
内
・
紀
伊
・
大
和
と
い
っ
た
畿
内
近
国
で
採
取
さ
れ
た
材
木
は
、「
家
材
木

多
在
大
津
・
勢
多
并
淀
等
」〔『
小
右
記
』
長
和
三
年
二
月
九
日
条
〕
と
い
わ
れ
る
よ
う

（　

）
１８る
。

に
、
大
津
・
勢
多
・
淀
、
さ
ら
に
木
津
や
寝
屋
と
い
っ
た
京
都
近
郊
の
主
要
な
湊
津

に
集
積
さ
れ
て
い
た
〔『
小
右
記
』
長
和
二
年
八
月
十
一
日
条
、
長
和
四
年
六
月
十
二
日

条
〕。
な
か
に
は
京
内
の
邸
宅
に
材
木
を
保
管
す
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
、『
小
右

記
』
万
寿
元
年
十
二
月
二
十
七
日
条
に
よ
る
と
、
摂
関
家
の
藤
原
教
通
が
備
前
守
藤

原
経
相
宅
に
あ
っ
た
材
木
三
百
余
物
を
奪
取
さ
せ
た
事
件
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
た
「
家
材
木
」
の
所
有
と
裏
腹
の
関
係
と
し
て
、
貴
族
層
に
よ
る
材
木
の

売
買
行
為
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
長
承
三
年
三
月
六
日
肥
後
守
藤

原
某
材
木
売
券
〔
古
文
書
簒
二
十
六
横
尾
勇
之
助
所
蔵
文
書
、『
平
安
遺
文
』
二
二
九
九

号
〕
は
、
現
任
の
国
司
で
あ
る
藤
原
某
が
京
内
の
宅
地
購
入
の
代
金
と
し
て
材
木
を

売
っ
た
際
の
売
券
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
材
木
を
載
せ
て
い
る
。

　
　

八
九
寸
木
（
一
〇
七
支
）
直
一
〇
七
石
：
支
別
一
石

　
　

方
尺
木
（
一
二
支
）
直
二
〇
石
四
斗
：
支
別
一
石
七
斗

　
　

尺
九
寸
木
（
一
五
支
）
直
二
二
石
六
斗
：
支
別
一
石
五
斗

　
　

交
易
八
九
寸
木
（
六
〇
支
）
直
三
〇
石
：
支
別
五
斗

　

八
九
寸
、
方
尺
、
尺
九
寸
と
い
っ
た
規
格
材
の
み
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
備
前
守

私
宅
の
材
木
と
い
い
、
こ
の
肥
後
守
所
有
材
木
の
売
買
と
い
い
、
畿
内
近
国
の
杣
山

で
乱
伐
さ
れ
た
木
材
の
入
手
だ
け
で
な
く
、
国
司
た
ち
に
よ
る
国
杣
産
出
の
材
木
流

用
と
そ
の
交
易
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
八
九
寸
木
で

あ
り
な
が
ら
、
冒
頭
の
材
木
と
末
尾
の
材
木
と
の
価
直
が
異
な
り
、
後
者
が
「
交

易
」
に
よ
っ
て
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
さ
に
そ
の
点
を
裏
付
け
て
い

る
。

　

こ
れ
は
別
の
見
方
を
す
る
と
、
中
央
で
の
造
営
に
際
し
て
の
材
木
調
達
が
、
京
外

の
杣
山
か
ら
材
木
を
採
取
し
て
建
築
現
場
に
運
搬
す
る
、
と
い
う
単
純
な
フ
ロ
ー
か

ら
変
容
し
つ
つ
あ
る
実
態
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
黒
田
日
出
男
氏
は
、

十
二
世
紀
前
半
の
伊
賀
に
お
け
る
木
屋
の
存
在
形
態
を
論
ず
る
な
か
で
、
木
屋
が
国

司
や
東
大
寺
の
も
と
め
る
材
木
だ
け
で
な
く
、
私
的
な
交
易
に
よ
っ
て
材
木
を
都
市

に
流
出
さ
せ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
十
一
世
紀
半
ば
以
降
の
史
料
か
ら
、
京
都
南
郊

［中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置］……高橋一樹
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の
泉
木
津
な
ど
で
所
定
の
価
格
（
方
二
尺
木
二
支
が
三
百
疋
、
七
八
寸
四
支
が
四
十

疋
で
、
い
ず
れ
も
泉
木
津
定
）
に
も
と
づ
く
規
格
材
の
取
り
引
き
が
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い

�
遅
く
と
も
十
二
世
紀
末
に
は
京
都
・
堀
川
の
材
木
市
場
の

活
況
が
『
愚
管
抄
』
な
ど
か
ら
確
認
で
き

�
と
も
参
照
す
る
と
、
畿
内
近
国
の
杣

山
で
生
産
さ
れ
た
規
格
材
の
京
都
近
郊
の
要
津
に
お
け
る
交
易
活
動
は
、
中
世
荘
園

に
よ
る
囲
い
込
み
と
平
行
し
な
が
ら
、
十
二
世
紀
を
通
じ
て
発
展
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　

一
方
、
大
勧
進
重
源
の
活
動
で
著
名
な
十
二
世
紀
末
の
東
大
寺
再
建
事
業
は
、
ま

さ
に
山
林
資
源
に
め
ぐ
ま
れ
た
周
防
の
杣
か
ら
材
木
を
採
取
し
、
瀬
戸
内
海
を
運
送

し
て
奈
良
に
到
着
す
る
、
と
い
う
経
過
が
明
瞭
で
あ
り
、
当
該
期
に
お
け
る
権
門
寺

社
の
造
営
材
調
達
方
法
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
ち
づ
く
る
か
に
み
え
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
周
防
の
現
地
で
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
風
景
が
広
が
っ
て
い
た
。

　

十
三
世
紀
初
頭
に
東
大
寺
再
建
事
業
を
ひ
き
つ
い
だ
行
勇
の
意
向
に
よ
り
、
造
営

料
国
周
防
守
藤
原
顕
嗣
の
奏
状
を
う
け
て
出
さ
れ
た
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
八
月

十
二
日
官
宣

�
よ
る
と
、「
杣
の
便
宜
た
る
に
よ
り
」
造
営
料
国
と
さ
れ
た
周
防

国
内
の
杣
山
に
は
諸
国
商
人
が
満
ち
あ
ふ
れ
、
地
頭
や
国
衙
の
在
庁
も
巻
き
込
ん
だ

材
木
の
乱
伐
・
交
易
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
商
人
に
よ
る
材
木
交
易
の

停
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
の
事
態
は
、
す
で
に
重
源
の
段
階
か
ら

あ
っ
た
と
い
う
。
重
源
段
階
の
東
大
寺
造
営
が
杣
採
材
と
そ
の
運
搬
に
こ
だ
わ
っ
た

ゆ
え
に
、
周
防
か
ら
奈
良
へ
の
材
木
運
搬
を
め
ぐ
っ
て
公
武
権
力
が
腐
心
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
、
む
し
ろ
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
材
木

の
商
品
流
通
は
押
さ
え
が
た
い
趨
勢
に
な
っ
て
い
た
。

  
十
三
世
紀
後
半
は
そ
の
意
味
で
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
田
村
憲
美

氏
が
紹
介
し
た
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
山
城
国
綴
喜
郡
多
賀
郷
鎮
守
高
神
社
本
殿

造
営
流

�
る
と
、
多
賀
郷
を
構
成
す
る
三
ヶ
村
の
代
表
者
各
二
人
ら
と
大
工
一
人

が
買
い
付
け
て
き
た
材
木
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

八
九
寸
（
二
七
支
）：
直
六
貫
五
〇
〇
文

（　

）
１９る
。

（　

）
２０る
こ

（　

）
２１旨
に

（　

）
２２記
よ

三
寸
間
（
六
二
枚
）：
直
四
貫
八
〇
〇
文

阿
波
檜
榑
（
七
三
寸
）：
三
貫
五
〇
〇
文　

七
九
寸
（
六
支
）：
直
三
貫
文

軒
柱
（
四
本
）：
直
六
一
〇
文　

椙
真
佐
（
二
支　

天
井
料
：
）
直
四
〇
〇
文

妻
戸
板
（
一
三
枚
）：
直
七
〇
〇
文　

熊
野
木
（
四
支　

妻
戸
料
）：
直
二
四
〇
文

坪
板
（
二
五
枚
）：
直
二
二
〇
文　

石
見
榑
（
七
〇
寸
）：
直
七
〇
〇
文

　

阿
波
檜
榑
・
石
見
榑
・
熊
野
木
と
い
っ
た
産
地
名
を
付
し
た
ブ
ラ
ン
ド
材
に
加
え
、

八
九
寸
・
七
九
寸
・
三
寸
間
と
い
っ
た
規
格
品
、
さ
ら
に
用
途
に
即
し
た
規
格
品
で

あ
る
軒
柱
・
妻
戸
板
・
坪
板
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格
と
と
も
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。

阿
波
檜
榑
に
代
表
さ
れ
る
ブ
ラ
ン
ド
材
は
、
実
際
は
同
国
内
の
数
カ
所
で
生
産
さ
れ

る
榑
の
総
称
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
史
料
を
初
見
と
し
て
、
著
名
な
文
安

二
年
（
一
四
四
五
）
の
『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
に
い
た
る
ま
で
に
、「
海
部
榑
」

「
宍
喰
榑
」「
麦
井
榑
」「
平
島
ク
レ
」
と
い
っ
た
阿
波
国
内
の
具
体
的
な
産
地
名
を

付
し
て
細
分
化
し
、
さ
ら
に
他
国
で
も
「
由
良
榑
」（
淡
路
）・「
牛
間
檜
榑
」（
周

防
）・「
甲
浦
材
木
」（
土
佐
）・「
山
国
木
」（
丹
波
）・「
安
芸
四
五
」
と
い
っ
た
産
出

地
や
積
出
港
の
地
名
を
付
し
た
ブ
ラ
ン
ド

�
続
々
と
史
料
上
に
登
場
し
て
く
る
。

ま
さ
に
十
三
世
紀
中
葉
は
、
そ
の
出
発
点
に
あ
た
る
時
期
で
あ
っ
た
。

　

ブ
ラ
ン
ド
材
を
含
む
流
通
材
の
本
格
的
展
開
を
う
け
て
、
正
元
元
年
（
一
二
五

九
）
の
日
吉
社
造
営
で
は
、
座
主
宮
尊
助
法
親
王
が
調
達
さ
れ
た
材
木
に
つ
い
て

「
杣
材
木
に
非
ず
と
雖
も
、
用
い
ら
る
る
の
条
、
苦
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
由
」
を
院

奏
し
て
、
後
嵯
峨
院
も
そ
れ
を
了
承
し
て
い
る
〔『
経
俊
卿
記
』
正
元
元
年
四
月
二
十

日
条
〕。
杣
採
材
に
よ
る
造
営
を
理
想
と
し
な
が
ら
、
も
は
や
購
入
材
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
転
換
期
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
十
四
世
紀
前
葉
に
お
け
る
賀
茂

別
雷
社
の
造
替
で
は
、
同
時
期
の
神
主
の
手
に
な
る
遷
宮
�

よ
る
と
、

同
年
（
乾
元
二
年
、
高
橋
注
）
三
月
、
廿
一
日
、
せ
ん
け
状
到
来
也
、
其
後

庄
々
へ
め
し
の
用
と
ヲ
め
す
、
む
か
し
ハ
庄
々
に
れ
う
も
く
を
あ
つ
と
い
へ
と

も
、
文
永
と
こ
の
た
ひ
と
ハ
一
所
に
し
て
御
さ
い
も
く
を
と
る
間
、
ミ
な
神
領

の
田
た
い
に
随
て
用
と
ヲ
め
す
也
、

（　

）
２３材
が

（　

）
２４記
に
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と
い
う
よ
う
に
、
社
領
荘
園
か
ら
の
材
木
採
取
で
は
な
く
、「
一
所
」
す
な
わ
ち
六

条
殿
領
美
作
国
登
美
荘
の
目
木
川
と
支
流
の
余
ノ
川
、
白
賀
川
の
流
域
の
位
置
す
る

著
名
な
杣
山
か
ら
採
取
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
社
領
荘
園
三
ヶ
所
に
つ
い
て
は
、

田
代
に
随
っ
て
用
途
を
召
す
と
記
し
、「
庄
々
へ
お
ほ
く
さ
い
も
く
と
も
か
は
す
」

と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

一
、
あ
わ
の
御
領
に
て
ハ
、
三
寸
ま
・
御
ひ
わ
た
・
ひ
く
れ
・
ま
き
の
い
た
こ
れ

は
玉
か
き
の
御
料
也
、
こ
れ
ら
を
お
ほ
く
や
か
て
庄
の
め
し
の
用
と
に
て
か

ふ
、

一
、
す
お
う
の
御
領
に
て
ハ
、
七
八
九
寸
等
ヲ
お
ほ
く
か
は
す
、
同
め
し
の
よ
う

と
也
、

一
、
あ
し
の
御
領
に
て
ハ
、
ひ
そ
・
こ
や
の
さ
い
も
く
と
も
と
ら
せ
て
の
ほ
す
、

ひ
そ
ふ
そ
く
に
よ
て
猶
め
す
、
ね
ん
く
の
く
れ
二
た
ひ
に
六
百
支
は
か
り

ま
い
る
、

「
あ
し
の
御
領
」
と
は
美
作
国
の
安
志
荘
を
さ
す
。
阿
波
・
周
防
・
美
作
の
社
領
荘

園
は
、
そ
の
国
名
か
ら
考
え
て
、
い
ず
れ
も
杣
山
の
立
地
に
着
目
し
て
設
立
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
美
作
の
安
志
荘
か
ら
は
比
曾
や
年
貢
の
榑
を
納
入
さ
れ

て
い
る
が
、
阿
波
・
周
防
の
荘
園
で
は
規
格
材
や
檜
皮
な
ど
を
購
入
さ
せ
て
い
る
。

十
三
世
紀
半
ば
の
前
々
回
造
替
ま
で
は
、
こ
れ
ら
山
林
資
源
の
豊
富
な
周
防
・
阿
波

に
所
在
す
る
社
領
荘
園
で
造
営
用
材
を
採
取
・
納
入
さ
せ
て
い
た
が
、
前
回
造
替
時

の
文
永
期
か
ら
は
各
荘
園
に
用
途
を
賦
課
し
て
、
そ
れ
で
材
木
を
購
入
さ
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
杣
採
材
に
し
て
も
、
社
領
で
は
な
い
美
作
国
富
美
荘
の
杣
山
か
ら
、
荘

園
領
主
ら
と
の
「
内
縁
」
を
使
っ
て
採
取
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

工
匠
と
と
も
に
美
作
の
社
領
荘
園
か
ら
公
文
と
百
姓
を
富
美
杣
に
派
遣
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
同
じ
美
作
で
も
社
領
荘
園
に
お
い
て
は
度
重
な
る
伐
採
で
材
木
が
枯
渇
し
、

百
姓
た
ち
の
技
術
を
他
荘
で
利
用
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
杣

山
を
荘
園
の
設
立
と
領
有
に
よ
っ
て
確
保
し
、
材
木
の
現
物
を
荘
園
制
的
収
取
に

よ
っ
て
調
達
す
る
段
階
か
ら
の
質
的
転
換
を
象
徴
す
る
事
実
で
あ
る
。

　

十
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
杣
山
の
現
地
で
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
動
向
が
確
認
で

き
る
。
た
と
え
ば
寂
楽
寺
の
杣
山
と
い
わ
れ
た
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
の
百
姓
た
ち
は
、

荘
園
領
主
か
ら
賦
課
さ
れ
た
材
木
を
自
荘
園
の
杣
か
ら
で
は
な
く
、
購
入
材
で
納
入

し
よ
う
と
し
て
い

�
ま
た
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
大
和
国
の
東
寺
領
平
野

殿
荘
で
起
こ
っ
た
事
件
の
頷

�
よ
る
と
、
興
福
寺
一
乗
院
の
「
御
房
人
」
で
あ
る

同
荘
下
司
の
治
部
左
衛
門
尉
清
重
が
惣
追
捕
使
の
右
衛
門
尉
清
永
と
闘
諍
刃
傷
に
及

ん
だ
た
め
、
一
乗
院
は
両
人
の
所
職
を
改
易
し
清
重
の
所
領
で
あ
る
龍
馬
場
山
の
山

林
な
ど
を
点
定
し
た
が
、
こ
れ
を
不
法
と
す
る
荘
園
領
主
の
東
寺
は
、
一
乗
院
が
山

林
を
点
定
す
る
に
際
し
て
、
数
百
本
の
松
木
を
削
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
直
法
す
な
わ
ち

価
格
を
書
き
付
け
、
買
い
付
け
に
来
た
人
々
に
よ
っ
て
切
り
召
さ
れ
て
い
っ
た
と
訴

え
て
い
る
。

　

杣
山
か
ら
材
木
を
搬
出
す
る
た
め
の
多
大
な
労
力
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
材
木
の
消
費
者
で
あ
る
権
門
寺
社
が
、
十
三

世
紀
を
く
だ
る
に
つ
れ
て
、
杣
採
材
搬
出
の
直
接
的
な
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

十
三
世
紀
を
通
じ
て
規
格
材
の
商
業
流
通
は
名
産
地
の
ブ
ラ
ン
ド
品
を
生
み
出
し

つ
つ
大
き
く
発
展
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
権
門
寺
社
に
よ
る
造
営
用
材
の
調
達
シ
ス

テ
ム
は
、
少
な
く
と
も
十
三
世
紀
半
ば
か
ら
完
全
に
転
換
し
た
。
一
部
の
特
注
品
を

杣
か
ら
調
達
す
る
こ
と
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
も
権
門
寺
社
が
支
配
下

の
荘
園
に
包
摂
さ
れ
る
杣
山
か
ら
採
取
す
る
の
で
は
な
く
、
乱
伐
の
結
果
か
美
材
を

求
め
る
ゆ
え
か
、
西
国
で
は
摂
津
・
播
磨
の
近
国
か
ら
美
作
・
阿
波
な
ど
の
周
縁
部

に
お
け
る
他
領
所
在
の
杣
山
か
ら
の
調
達
（
非
規
格
材
が
中
心
）
に
シ
フ
ト
し
、
大

量
の
規
格
品
は
荘
園
賦
課
の
用
途
を
使
っ
た
購
入
材
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
後
期
の
史
料
用
語
に
み
ら
れ
る
「
買
材
木
」
は
、
お

も
に
流
通
材
の
購
入
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
領
主
の
荘
園
に
お
け
る
杣

山
か
ら
の
購
入
も
、
実
態
と
し
て
は
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（　

）
２５る
。

（　

）
２６末
に
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で
は
、
西
国
方
面
の
杣
山
で
採
取
さ
れ
た
材
木
が
集
積
・
販
売
さ
れ
、
権
門
寺
社

が
購
入
し
た
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。

　

田
村
憲
美
氏
は
十
四
世
紀
以
降
の
事
例
を
引
き
な
が
ら
、
広
域
的
な
流
通
材
の
調

達
場
所
と
し
て
、
小
・
中
型
規
格
材
を
購
入
す
る
地
域
レ
ヴ
ェ
ル
の
市
場
と
、
大
型

材
を
発
注
・
調
達
す
る
「
中
核
的
集
散
地
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

う
ち
後
者
に
関
連
し
て
、
正
応
五
年
五
月
日
聖
尊
等
申
状
〔
東
大
寺
宝
庫
文
書
、『
鎌

倉
遺
文
』
一
七
九
〇
一
号
〕
に
よ
る
と
、
東
大
寺
大
勧
進
の
円
乗
ら
が
「
周
防
材
木

者
、
於
淀
・
河
尻
令
沽
却
」
と
訴
え
ら
れ
て
お
り
、
十
三
世
紀
後
半
の
周
防
で
切
り

出
さ
れ
た
材
木
が
淀
や
河
尻
で
売
却
さ
れ
て
い
た
事
実
が
知
ら
れ
る
。

　

阿
波
国
富
田
荘
に
賦
課
さ
れ
た
春
日
社
の
御
供
所
造
営
用
材
と
用
途
も
淀
津
に
集

積
さ
れ
て
お
り
〔
寛
喜
二
年
六
月
十
三
日
興
福
寺
別
会
所
下
文
、
阿
波
国
庄
園
文
書
、

『
鎌
倉
遺
文
』
三
九
九
四
号
〕、
阿
波
の
材
木
も
小
松
島
津
の
よ
う
な
地
域
的
積
出
港

か
ら
摂
津
の
河
尻
、
そ
し
て
淀
川
を
遡
及
し
て
淀
津
に
い
た
っ
た
と
考
え
て
よ

�

事
実
、
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
の
賀
茂
御
祖
社
の
造
営
で
は
、
淀
津
の
沙
汰
人
が

造
営
用
材
を
点
取
し
た
と
し
て
社
司
か
ら
訴
え
ら
れ
て
い

�
、
元
応
二
年
（
一
三

二
〇
）
に
同
社
の
造
替
に
際
し
て
神
主
ら
が
調
達
を
指
示
し
た
造
営
用
材
リ
ス

�

は
、
阿
波
国
那
賀
山
荘
大
由
郷
杣
か
ら
河
尻
に
運
搬
す
る
よ
う
明
記
さ
れ
て
い
る
。

狭
義
の
河
尻
は
淀
川
と
神
崎
川
の
合
流
点
に
位
置
す
る
が
、
よ
り
広
範
囲
を
さ
す
広

義
の
河
尻
と
い
う
用
例
も
あ
り
（
後
述
）、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
尼
崎
を
さ
す
と

み
て
よ
い
。
同
じ
元
応
年
間
に
春
日
社
の
造
営
材
が
尼
崎
で
調
達
さ
れ
た
こ
と
を
明

記
す
る
史
料
が
存
在
す
�

ら
で
あ
る
。

　

淀
川
と
の
合
流
点
か
ら
神
崎
川
の
下
流
域
を
し
め
る
広
義
の
河
尻
は
、
神
崎
川
河

口
の
尼
崎
を
含
め
て
、
京
都
の
瀬
戸
内
航
路
に
お
け
る
玄
関
口
で
あ
り
、
背
後
に
広

が
る
播
磨
・
摂
津
の
豊
富
な
山
林
資
源
を
首
都
京
都
に
運
ぶ
積
出
港
で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
に
周
防
な
ど
の
中
国
地
方
や
阿
波
な
ど
の
四
国
地
方
か
ら
の
杣
採
材
も
加
わ
っ

て
西
国
有
数
の
集
散
地
と
な
り
、
さ
ら
に
特
定
の
発
注
主
を
持
た
な
い
杣
採
材
が
売

却
さ
れ
、
京
都
の
権
門
寺
社
な
ど
が
規
格
品
の
〈
商
品
流
通
材
〉
を
調
達
に
来
る
ほ

（　

）
２７い
。

（　

）
２８る
し

（　

）
２９ト
に

（　

）
３０る
か

ど
の
市
場
を
、
遅
く
と
も
十
三
世
紀
末
ま
で
に
は
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、「
中
核
的
集
散
地
」
た
る
尼
崎
は
、
都
鄙
間
に
お
け
る
流
通
経
路
上
の
集

積
地
・
備
蓄
地
・
出
荷
地
と
し
て
の
み
把
握
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

中
世
陶
器
の
流
通
過
程
を
素
材
と
し
て
「
集
散
地
」
概
念
を
提
起
し
た
近
年
の
学

際
的
研
究
は
、
集
散
地
の
機
能
と
し
て
、
窯
ご
と
購
入
さ
れ
た
陶
器
群
の
な
か
か
ら

粗
悪
品
を
選
別
し
た
り
、
商
品
と
し
て
出
荷
さ
れ
る
た
め
の
最
終
的
な
加
工
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

�
つ
ま
り
、
集
散
地
は
商
品
製
造
の
一
工
程
の
場
で
も

あ
り
、
そ
れ
を
受
け
持
つ
技
術
が
配
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
尼
崎
の
よ
う
な

西
国
方
面
か
ら
の
材
木
の
中
核
的
集
散
地
に
お
い
て
も
、
同
様
な
想
定
が
可
能
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
と
関
わ
っ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
造
営
用
材
に
焼
印
で
捺
さ

れ
る
寺
院
銘
の
存
在
で
あ
る
。

　

近
世
成
立
の
「
阿
弥
陀
寺
略
縁
起
」
に
よ
る
と
、
十
二
世
紀
末
の
東
大
寺
再
建
に

際
し
て
、「
国
威
」（
国
印
か
）
と
称
さ
れ
る
「
東
大
寺
」
銘
の
焼
印
が
三
個
製
作
さ

れ
、
周
防
（
杣
）・
尼
崎
（
中
核
的
集
散
地
）・
東
大
寺
（
建
築
現
場
）
の
三
地
点
に

配
置
さ
れ
た
の
だ
と
い

�
類
例
は
ほ
か
に
も
あ
り
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
創

建
の
京
都
・
大
報
恩
寺
（
千
本
釈
迦
堂
）
の
縁
起
（
近
世
成
立
）
に
は
、
尼
崎
の
富

裕
な
材
木
商
人
（
成
金
と
い
わ
れ
る
）
が
老
僧
か
ら
同
寺
の
「
大
光
柱
」
に
あ
て
る

巨
木
を
受
注
し
、
木
材
の
頭
の
方
に
「
大
報
恩
寺
」
銘
の
焼
印
を
捺
し
た
霊
夢
を
み

た
が
、
そ
の
老
僧
が
同
寺
の
仏
像
に
生
き
写
し
で
あ
っ
た
こ
と
に
奇
瑞
を
感
じ
、
材

木
を
寄
進
し
た
と
い
う
話
が
あ

�
そ
の
寺
名
が
捺
さ
れ
た
大
光
柱
は
大
報
恩
寺
に

現
存
し
て
い
る
と
い
う
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
所
蔵
す
る
法
隆
寺
古
材
の
一
部

に
も
、「
法
隆
寺
」
銘
の
焼
印
を
捺
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
中
世

の
も
の
で
あ
る
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。

　

寺
院
縁
起
類
の
文
献
史
料
も
近
世
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
権
門
寺
院
の
建
築
用
材

に
寺
院
銘
の
焼
印
を
捺
す
行
為
が
中
世
に
遡
及
す
る
か
否
か
は
今
後
の
検
討
課
題
で

あ
る
。
た
だ
、
建
築
用
材
の
現
物
に
発
注
元
の
寺
院
銘
を
焼
き
付
け
る
行
為
が
、
田

村
氏
の
注
目
す
る
生
産
現
場
・
流
通
経
路
（
集
散
地
）・
消
費
現
場
と
い
う
三
地
点
、

（　

）
３１た
。

（　

）
３２う
。

（　

）
３３る
。
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と
り
わ
け
中
核
的
集
散
地
で
も
中
世
に
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
れ
は
材
木
調

達
の
方
法
と
そ
の
場
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
史
料
学
的
に
大
き
な
手
が

か
り
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
著
名
な
大
勧
進
重
源
に
よ
る
東
大
寺
再
建
事
業
を
念

頭
に
、
遠
方
の
杣
採
か
ら
畿
内
へ
の
現
物
運
搬
と
い
う
流
れ
を
前
提
に
す
れ
ば
、
発

注
者
の
特
定
と
運
送
途
中
で
の
紛
失
を
恐
れ
て
、
生
産
現
場
で
木
材
に
焼
印
を
捺
す

作
業
の
必
要
性
は
容
易
に
理
解
で
き
る
が
、
運
送
経
路
上
の
中
核
的
集
散
地
や
建
築

の
現
場
に
お
い
て
、
あ
え
て
寺
院
銘
の
焼
印
を
材
木
に
捺
す
理
由
は
容
易
に
み
つ
か

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
杣
の
段
階
で
は
発
注
主
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
木
材
の

流
通
が
十
三
世
紀
を
通
じ
て
展
開
し
、
遅
く
と
も
十
三
世
紀
末
以
降
は
尼
崎
の
よ
う

な
中
核
的
集
散
地
で
規
格
材
を
購
入
す
る
ケ
ー
ス
が
増
加
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、

尼
崎
で
は
じ
め
て
発
注
主
を
材
木
そ
の
も
の
に
特
定
す
る
た
め
に
、
発
注
主
（
消
費

者
）
の
固
有
名
詞
を
付
け
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、

単
に
杣
採
材
が
流
通
過
程
で
備
蓄
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
杣
の
段
階
と
は
異
な

る
加
工
が
材
木
に
施
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
広
い
意
味
で
の
製
材
に
か
か
わ
る
技
術
が

存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

同
じ
く
建
築
現
場
の
木
屋
で
も
、
中
世
の
絵
画
資
料
が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
伝
え
る

よ
う
に
、
最
終
的
な
加
工
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
大
河
直
躬
氏

が
多
様
な
道
具
と
製
材
技
術
、
そ
れ
を
担
う
工
匠
集
団
に
つ
い
て
も
解
説
を
加
え
て

い

�
田
村
憲
美
氏
の
注
目
す
る
〈
近
隣
材
〉
の
調
達
と
加
工
作
業
の
関
係
か
ら

い
っ
て
も
、
そ
う
し
た
建
築
現
場
の
木
屋
に
三
つ
目
の
焼
印
が
備
え
ら
れ
て
い
た
と

す
れ
ば
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
権
門
寺
院
の
建
築
現
場
に
近
い
京
都
・
堀
川

の
市
場
で
も
材
木
を
入
手
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
あ

�
う
に
、
現
場
か
ら
地
域
的
市

場
に
材
木
を
買
い
付
け
に
行
っ
て
、
そ
こ
で
材
木
を
特
定
し
て
寺
社
名
等
の
固
有
名

詞
を
付
け
る
こ
と
も
十
分
に
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

田
村
氏
の
措
定
す
る
生
産
（
杣
山
）
↓
流
通
（
湊
津
）
↓
消
費
（
建
築
）
の
各
現

場
と
い
う
捉
え
方
は
、
巨
視
的
に
み
れ
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
中
央
の
発
注
主

（　

）
３４る
。

（　

）
３５る
よ

と
杣
採
材
と
の
関
係
が
希
薄
に
な
る
十
三
世
紀
後
半
以
降
は
と
く
に
、
杣
山
か
ら
建

設
現
場
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
で
生
産
（
製
材
技
術
と
そ
の
応
用
）
と
消
費
の
関
係
が

も
う
少
し
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
に

こ
の
課
題
に
で
き
る
か
ぎ
り
せ
ま
っ
て
み
た
い
。

笳
中
核
的
集
散
地
に
み
る
技
術
の
社
会
的
配
置
の
変
容

　

こ
こ
ま
で
材
木
の
生
産
地
と
中
核
的
集
散
地
に
つ
い
て
中
世
前
期
の
様
相
を
概
観

し
て
き
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
建
築
作
業
を
実
際
に
担
当
す
る
工
匠
（
番
匠
）
が

直
接
関
与
し
て
い
る
。
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
法
性
寺
東
北
院
内
の
堂
舎
造
営
で

は
建
築
を
請
け
負
っ
た
大
工
が
播
磨
の
大
河
内
杣
に
、
十
三
世
紀
後
半
の
山
城
国
高

神
社
造
営
で
も
材
木
購
入
に
際
し
て
大
工
が
村
落
代
表
と
と
も
に
材
木
市
場
へ
、
そ

し
て
十
四
世
紀
前
半
の
賀
茂
別
雷
社
造
替
で
も
美
作
国
富
美
荘
の
杣
山
に
番
匠
が
、

そ
れ
ぞ
れ
必
ず
赴
い
て
い
る
。

　

大
工
・
番
匠
が
杣
山
の
現
場
ま
で
お
も
む
く
理
由
は
、
第
一
に
、
フ
シ
が
多
い
と

材
木
か
ら
部
材
に
加
工
す
る
際
に
無
駄
が
生
じ
る
た
め
、
そ
れ
を
杣
採
り
の
段
階
か

ら
番
匠
の
目
で
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
実
際
、
材
木
の
フ
シ
が
原
因
で

部
材
加
工
に
支
障
が
出
る
こ
と
は
他
の
事
例
か
ら
も
確
認
で
き
る
（
後
述
）。
第
二

の
理
由
は
、
杣
山
で
百
姓
た
ち
に
採
木
さ
せ
る
と
「
細
木
」
が
多
く
て
無
駄
が
で
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
番
匠
が
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

�
工
匠
・
番
匠
は
こ
の

よ
う
に
材
木
の
品
質
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
か
ら
責
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
造
営
用
材
の
発
注
は
、
前
述
の
よ
う
に
工
匠
が
「
丈
尺
を
打
つ
」
と
表

現
さ
れ
る
測
量
作
業
な
ど
に
も
と
づ
い
て
、
部
材
の
種
類
と
寸
法
を
建
物
ご
と
に
列

記
し
た
リ
ス
ト
（
色
目
注
文
）
を
作
成
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
設
計
図
の
存
在

し
な
い
な
か
で
、
こ
う
し
た
工
匠
の
意
向
に
立
脚
し
た
権
門
寺
社
の
造
営
に
か
か
る

部
材
リ
ス
ト
は
、
お
お
む
ね
十
一
世
紀
以
降
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
通

覧
す
る
と
、
や
は
り
十
三
世
紀
後
半
を
画
期
と
し
て
、
建
物
ご
と
の
部
材
の
名
称
と

（　

）
３６う
。

［中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置］……高橋一樹
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寸
法
に
価
格
が
記
入
さ
れ
る
よ
う
に
な

�
そ
の
一
例
で
あ
る
、
前
述
し
た
元
応
二

年
（
一
三
二
〇
）
の
賀
茂
御
祖
社
造
替
に
お
け
る
材
木
注

�
よ
る
と
、
同
社
は
、

長
講
堂
領
で
六
条
殿
に
も
材
木
を
納
入
す
る
阿
波
国
那
賀
山
荘
大
由
郷
か
ら
、
材
木

を
代
銭
三
百
五
十
二
貫
七
百
文
で
購
入
し
、
淀
川
・
神
崎
川
河
口
の
河
尻
（
お
そ
ら

く
は
尼
崎
）
ま
で
運
送
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
の
材
木
の
表
記
方
法
に
着
目
す
る
と
、

土
居
五
支　

円
柱
十
本　

決
入
板
五
十
一
枚　

戸
板
二
枚　

木
負
萱
負
五
支

と
い
う
場
合
と
、

平
軸
料
方
尺
三
支　

破
風
料
四
寸
半
板
六
枚　

木
舞
料
七
九
寸
二
支　

大
床
桁

料
尺
九
寸
八
支

の
よ
う
に
「
某
料
＋
規
格
材
名
」
と
い
う
場
合
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

者
を
Ａ
、
後
者
を
Ｂ
と
し
て
、
正
殿
、
三
所
社
の
別
に
部
材
名
を
摘
記
す
る
と
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

正
殿

Ａ　

土
居
・
円
柱
・
決
込
板
・
戸
板
・
木
負
萱
負
・
梁
・
桁
棟
・
方
立
・
板
敷

板
・
垂
木
・
有
壁
板
・
屁
衣
板
・
裏
板
・
飛
檐
・
面
戸
板
・
檜
皮

Ｂ　

破
風
・
木
舞
・
大
床
桁
・
大
床
板
・
肘
木
・
猪
子
差
・
鴨
居
・
宇
立
・
仮

葺
・
間
草
鼠
走
・
敷
居
・
天
井
縁
・
組
入
・
長
押
・
登
高
欄
・
梯
子
・
束

柱
・
寸
差
・
寄
敷
居
・
平
軸
・
方
立
・
梁
桁
・
足
固
下
桁
・
柱
貫

三
所
社

Ａ　

土
居
・
円
柱
・
土
居
鼻
板
・
角
柱
・
梁
・
差
鴨
居
・
垂
木
・
飛
檐
・
破
風

板
・
長
押
・
決
込
板
（
懸
魚
を
加
え
る
）・
板
敷
板
・
大
床
板
・
檜
皮

Ｂ　

桁
棟
・
木
負
萱
負
・
木
舞
・
宇
立
・
猪
子
差
・
肘
木
・
天
井
縁
・
有
壁
・

裏
板
・
足
固
下
桁
・
大
床
桁

　

さ
ら
に
、
正
殿
と
三
所
社
そ
れ
ぞ
れ
の
Ｂ
の
部
材
に
あ
て
る
こ
と
を
指
定
さ
れ
た

規
格
材
の
種
類
（
名
称
）
を
摘
記
し
よ
う
。

正
殿
の
Ｂ　

四
寸
半
板
・
七
九
寸
・
尺
九
寸
・
四
寸
半
板
・
方
尺
・
尺
八
寸
・
榑
・

正
木
・
八
九
寸
・
牛
間
檜
榑
・
大
檜
榑
・
阿
波
檜
榑
・
角
柱
・
六

（　

）
３７る
。

（　

）
３８文
に

八
寸
・
方
五
寸
・
三
寸
半
板
・
熊
野
木

三
所
社
の
Ｂ　

七
九
寸
・
八
九
寸
・
正
木
・
阿
波
檜
榑
・
三
寸
半
板
・
檜
木
四

五

　

同
じ
阿
波
国
の
阿
波
檜
榑
は
と
も
か
く
、
阿
波
国
那
賀
山
荘
で
は
生
産
さ
れ
な
い

牛
間
檜
榑
（
周
防
国
牛
島
）・
熊
野
木
と
い
っ
た
他
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
材
が
指
定
さ

れ
て
い
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
造
営
用
材
の
調
達
方
法
に
し
め
る

社
領
荘
園
の
補
助
的
役
割
へ
の
転
化
と
表
裏
の
関
係
を
な
す
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
に

加
え
て
、
古
代
か
ら
存
在
し
て
い
る
一
般
的
な
部
材
の
多
く
に
規
格
材
を
指
定
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
権
門
寺
社
に
よ
る
造
営
用
材
注
文
は
、
広
域
的
な
〈
流
通
商

品
材
〉
を
完
全
に
組
み
込
ん
だ
造
営
用
材
調
達
方
式
の
確
立
を
典
型
的
に
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

阿
波
に
お
け
る
杣
山
の
現
地
で
建
築
用
途
を
特
定
し
た
各
種
の
規
格
材
を
調
達
し
、

中
核
的
集
散
地
た
る
尼
崎
に
搬
出
さ
せ
る
。
こ
の
搬
出
方
式
や
材
木
の
加
工
状
況
を

直
接
示
す
史
料
は
も
ち
ろ
ん
、
京
都
の
建
築
現
場
に
ど
の
よ
う
な
状
態
の
材
木
が
送

ら
れ
た
の
か
を
明
示
す
る
史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
二
十
数
年
後
の
貞
和
三
年

（
一
三
四
七
）
の
造
替
時
に
、
同
じ
く
賀
茂
御
祖
社
が
尼
崎
に
領
有
す
る
長
洲
御
厨

か
ら
数
回
に
分
け
て
造
替
用
材
を
運
送
さ
せ
た
際
の
送
状
が
複
数
残
さ
れ
て
い

�

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
杣
採
材
は
や
は
り
美
作
・
播
磨
の
杣
山
か
ら
調
達
さ
れ
た
ら
し

く
、
尼
崎
で
購
入
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
ブ
ラ
ン
ド
材
を
含
む
規
格
材
に
は
価
格
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
興
味
深
い
造
営
用
材
送
状
群
の
概
要
を
表
に
整
理
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
の
賀
茂
御
祖
社
造
営
は
、
貞
和
二
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で

の
工
期
を
予
定
し
た
が
犬
死
穢
で
延
引
し
、
貞
和
三
年
九
月
初
頭
の
仮
殿
上
棟
と
正

殿
木
作
始
に
は
じ
ま
り
、
再
び
工
事
の
延
引
を
経
て
、
貞
和
四
年
末
に
新
造
な
っ
た

正
殿
へ
の
御
神
体
の
渡
御
を
行
っ
�

　

こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
参
照
し
つ
つ
表
を
み
る
と
、
第
一
に
、
尼
崎
か
ら
京
都
へ

の
材
木
運
送
は
、
移
殿
の
用
材
が
集
中
的
に
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
建
設
作
業
の
進
捗
状
況
に
あ
る
程
度
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

（　

）
３９る
。

（　

）
４０た
。
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れ
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
尼
崎
か
ら
送
ら
れ
る
材
木
に
は
、
も
は
や
規
格
材
の
記

述
は
お
ろ
か
、
部
材
ご
と
の
寸
法
は
一
切
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
部
材
名
と
分
量
し
か

な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
、
前
回
の
造
替
時
に
お
け
る
用
途
を
特
定
し
た
規
格

材
が
杣
か
ら
搬
出
さ
れ
る
段
階
、
た
と
え
ば
木
舞
用
の
七
九
寸
木
、
何
々
用
の
四
五

木
と
い
っ
た
規
格
材
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
な
く
、
京
都
の
建
設
現
場
に
到
着
し
て

ど
の
部
材
に
な
る
か
が
判
別
し
う
る
材
木
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

規
格
材
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
各
部
材
に
適
し
た
中
間
的
な
加
工
を
行
い
得
た
場
所

は
、
各
送
状
が
作
成
さ
れ
た
中
核
的
集
散
地
た
る
尼
崎
以
外
に
想
定
し
に
く
い
。
そ

し
て
京
都
の
建
設
現
場
で
は
、
尼
崎
で
二
次
的
に
加
工
さ
れ
た
状
態
か
ら
、
中
世
の

絵
巻
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
材
木
小
屋
で
最
終
的
な
加
工
を
行
い
、
部
材
を
完
成
さ

せ
る
の
�

あ
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

す
で
に
建
築
史
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
最
初
の
造
営
用
材

注
文
に
記
さ
れ
た
部
材
の
寸
法
は
出
来
上
が
り
の
そ
れ
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
余

裕
が
見
込
ま
れ
て
い

�
杣
山
や
木
屋
の
段
階
で
製
材
さ
れ
た
規
格
材
に
一
定
度
の

見
込
み
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
が
中
核
的
集
散
地
に
お
い
て
個
々
の
部
材
に
即
し
た
中

間
的
な
加
工
を
受
け
て
、
建
設
現
場
で
最
終
的
な
部
材
加
工
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
大
き
く
三
段
階
に
わ
た
る
製
材
過
程
を
想
定
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
杣

山
や
木
屋
、
建
設
現
場
だ
け
で
な
く
、
中
核
的
集
散
地
に
お
い
て
も
材
木
加
工
に
と

も
な
う
端
材
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
前
章
で
ふ
れ
た
十
三
世
紀
末
に
お

け
る
平
野
殿
荘
の
松
林
で
の
商
人
に
よ
る
「
山
ご
と
一
括
買
い
付
け
」
と
も
い
う
べ

き
状
況
も
勘
案
す
る
と
、
杣
や
近
隣
の
木
屋
の
段
階
で
は
製
材
せ
ず
に
ほ
と
ん
ど
丸

太
に
近
い
状
態
で
搬
出
し
、
尼
崎
の
よ
う
な
中
核
的
集
散
地
に
お
い
て
規
格
材
に
加

工
す
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
尼
崎
に
は
運
送
の
み
な
ら
ず
製

材
に
関
す
る
技
術
の
担
い
手
が
配
置
、
育
成
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
大
量
の
端
材
が
蓄
積

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

す
で
に
戸
田
芳
実
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
尼
崎
を
拠
点
と
す
る
尼
崎
番
匠

が
鎌
倉
後
期
か
ら
の
活
動
を
前
提
と
し
て
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
の
史
料
に
初
見

（　

）
４１み
で

（　

）
４２る
。

し
、
そ
こ
か
ら
神
崎
番
匠
が
分
立
し
て
い
く
な
ど
、
尼
崎
は
材
木
の
集
積
・
備
蓄
・

搬
出
だ
け
で
な
く
建
築
技
術
を
も
っ
た
番
匠
の
活
動
拠
点
と
も
な
っ
て
い

�
そ
の

歴
史
的
な
背
景
に
は
、
尼
崎
の
木
屋
か
ら
材
木
運
送
の
問
丸
や
材
木
商
が
発
展
す
る

の
と
並
行
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
造
営
用
材
の
製
材
段
階
か
ら
関

与
す
る
工
匠
・
番
匠
の
活
動
と
流
通
商
品
材
の
展
開
に
よ
る
尼
崎
で
の
製
材
・
加
工

技
術
の
配
置
や
そ
れ
ら
の
独
自
な
成
長
と
の
結
合
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
そ
う
し
た
中
世
の
尼
崎
を
め
ぐ
る
広
義
の
用
材
生
産
技
術
や
端
板
の
発
生

と
い
う
状
況
と
の
関
わ
り
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
大
村
拓
生
氏
が
『
弁
官
補
任
』

紙
背
文
書
中
の
十
三
世
紀
初
頭
の
蔵
人
所
牒
案
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中

世
の
「
河
尻
」
が
尼
崎
や
西
宮
、
椋
橋
荘
檜
物
な
ど
を
包
摂
す
る
地
域
呼
称
で
あ
り
、

こ
の
河
尻
を
商
圏
と
す
る
河
尻
檜
物
商
人
の
存
在
を
あ
と
づ
け
た
こ
と
で
あ
�

　

中
世
前
期
の
河
尻
檜
物
商
人
は
、
諸
国
散
在
檜
物
商
人
と
は
区
別
さ
れ
る
当
該
地

域
を
拠
点
的
に
活
動
す
る
商
人
で
あ
り
、
彼
ら
の
扱
う
檜
物
の
生
産
も
河
尻
エ
リ
ア

で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
河
尻
内
に
属
す
る
椋
橋
荘
檜
物
が
檜
物
の
生
産

拠
点
の
ひ
と
つ
と
想
定
さ
れ
、
十
四
世
紀
に
尼
崎
か
ら
の
材
木
運
送
と
の
関
係
で
摂

津
の
勝
尾
寺
へ
寄
進
さ
れ
た
神
崎
川
流
域
の
長

�
現
在
の
豊
中
市
長
島
付
近
）
に

ほ
ど
近
い
こ
と
か
ら
も
、
河
尻
檜
物
商
人
の
商
う
檜
物
生
産
と
尼
崎
で
の
製
材
・
材

木
加
工
と
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
は
今
後
の
検
討
対
象
と
な
り
う
る
。
淀
川
中
流
域

に
立
地
す
る
談
山
神
社
の
鵜
殿
関
の
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
八
月
銭
納
日
記
か
ら

判
明
す
る
、
尼
崎
で
購
入
さ
れ
た
樽
の
生
産
と
の
関
係
分
析
も
同
様
で
あ
る
。

　

広
域
的
な
流
通
商
品
材
の
展
開
に
と
も
な
う
中
核
的
集
散
地
の
機
能
発
展
と
、
そ

れ
に
関
連
す
る
生
業
展
開
の
可
能
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
尼
崎
と
そ
の

周
辺
に
視
点
を
集
中
さ
せ
て
き
た
が
、
杣
の
例
で
も
網
野
善
彦
氏
が
注
目
し
た
よ
う

に
、
十
三
世
紀
の
修
理
職
領
近
江
国
田
上
杣
で
は
車
輪
を
作
る
工
人
、
田
上
輪
工
の

活
動
が
知
ら
れ

�
こ
の
田
上
杣
は
、
前
述
し
た
八
世
紀
の
正
倉
院
文
書
に
石
山
寺

造
営
用
材
の
生
産
地
と
し
て
登
場
す
る
田
上
山
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
く
、
古
代
以
来
の
畿
内
近
国
に
お
け
る
杣
山
で
の
製
材
技
術
と
木
材
が
新
た
な

（　

）
４３た
。

（　

）
４４る
。

（　

）
４５島
（

（　

）
４６る
。

［中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置］……高橋一樹
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日付欠１１月２４日９月５日８月１６日７月４日５月１４日４月１７日４月１４日３月１５日材木名称／日　付
２本木法師御柱
１３支小長押
１支指鴨居

６支８支天井縁
５支長長押
２支（４支料）指鴨居
１支（２支料）宇立正板
１支宇立
２支（１支別２支料）敷居
１支（２支料）満�
７本庇柱

６支１７支（１支別２支料）垂木（美作杣）
５０支２支１支垂木（美作杣）

３支（１支別２支料）大床柄柱
９９支１支飛檐

１支　（４支料）飛檐
２支すさえ（美作杣）
１支短長押（美作杣）
１１本（１本２支料）柱（播磨杣）
８支土居（播磨杣）

３支１支３支足固（播磨杣）
２支大床桁（播磨杣）

１枚（柱貫２支）１枚法立正板（播磨杣）
１０枚（２支料）決込（美作杣）
１０支榑　南殿
２０本角柱　参色
１００枚一坪板
４枚妻戸板
４支桁木

１枚５枚三間板（三寸間板）
３支棟木
４支（２支料）足固
４支木負
１支（柱貫１支）又木負
１９支柱貫
１支（２支料）大床桁
２支（１支別４支料）下桁
１支（４支料）又柱貫
１支（３支料）×２又下桁
１支（４支料）庇垂木

２枚１枚大床側耳板
１支（６支料）又庇垂木
１枚板敷板
３枚大床耳板
２枚破風板
２枚向耳板
１枚土居破風板
１支（柱貫１支）又下桁
１支（５支料）庇垂木
２０本角柱　杢杉
９０支檜榑　杢杉

１２枚決込板
１１２枚内壁
６支梁桁
３支登高欄
２支梯子
２支下桁
２枚内板
６０枚ひわのこう
３支犬禦冠木
２支冠木　西大工

６枚戸板
１５枚杉敷板
２枚土居端板
５枚大床奥杉
４９枚決込杉
６０枚移殿　壁正板
□枚５枚（２枚料）移殿　決込
１支（２支料）飛檐
１支（２支料）寸指
３枚有壁板
３７本角柱
２００支榑
２０枚ささの濱板

５支移殿　土居
１本移殿　円柱
３支移殿　棟木
１０７枚移殿　裏板
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３本移殿　角柱
２支移殿　幣軸
１８支移殿　梁下檜榑
２支（４支料）移殿　下桁
２支移殿　長押
３支正殿　有壁
１９支正殿　裏壁
２３支正殿　垂木
７支正殿　飛檐
３支正殿　梯子
６支正殿　足固
３枚移殿　決込
１支桁
３支大床桁
２支（高欄）高欄平桁
１枚方立板
１支下桁
１支扠首束
２枚板敷
２枚大床下板
８０支（檜）借葺檜榑
２枚大床奥板
６枚決込板
３２５□（葺榑）葺榑
６枚瓦板

８枚裏壁
２支梯子
１支（２料）垂木
１支（３料）垂木
１支（４料）扠首束
２支下桁
１支（２料）方立正板
１支大床桁
１支（３料）大床桁（播磨）
１支高欄平桁
１支高欄平桁（播磨）
２支（６枚料）幣軸
３支飛檐
１支きの□れ
２枚板敷（播磨）
３枚破風（美作）
１支大床桁（美作）
３支（下段と１支内）垂木（美作）
１支（１支内）飛檐（美作）
１支（下段と１支内）梁（美作）
１支（１支内）垂木（美作）
７枚板敷板（播磨）
１支（２料）飛檐
１支（２料）飛檐
２支幣軸（播磨）
１支（２料）梁桁（美作）
２支垂木
１支（下段と１支内）飛檐
２枚（１支内）天井縁（美作）
５枚（下２段と１支内）板敷板
２枚（１支内）飛檐
１枚（１支内）決込
１枚（２枚料）決込
１００支（２貫１００文）安芸四五
２４本（４００文）小松柱
５００枚（２貫１００文）葺榑

２２２□檜皮
１１５支八九寸
６０支賀茂庄木
１２５支安芸四五
２０００支葺榑
５０本大瀧柱
３０支岩国四五
５支チタ木
５支阿波檜榑

１支（６枚料）庇後板
２支内２８枚後壁
３支板一枚　垂木
１支　〃　　　飛檐
１８枚板一枚　後壁板
２枚板一枚　移殿決込
３支　〃　　　飛檐
３枚板一枚　正目後壁
□□　〃　　　□□
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生
業
に
結
び
つ
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

首
都
京
都
の
建
設
現
場
に
お
い
て
も
、
大
量
の
端
材
が
生
じ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た

十
四
世
紀
前
半
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
社
の
遷
宮

�
よ
る
と
、
美
作
の
杣
山
か
ら
淀

を
経
て
到
着
し
た
用
材
の
一
部
を
使
い
、
事
前
に
陰
陽
寮
の
頭
・
助
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
受
け
、
内
々
の
風
記
に
則
っ
て
手
斧
始
の
儀
式
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
に
は
材
木

管
理
と
最
終
加
工
を
行
う
小
屋
で
長
押
用
木
材
の
「
は
な
」（
端
）
を
切
り
、
そ
れ

を
陰
陽
師
が
祓
い
賀
茂
社
神
人
た
ち
が
物
忌
川
で
濯
ぐ
行
為
が
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
。
こ
の
「
端
を
切
る
」
と
い
う
の
は
、
杣
か
ら
材
木
を
運
送
す
る
た
め
の
縄

を
括
り
付
け
る
穴
、
い
わ
ゆ
る
鼻
ぐ
り
の
存
在
す
る
部
分
を
切
り
落
と
す
行
為
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

す
で
に
運
送
の
必
要
が
な
く
な
り
、
鼻
ぐ
り
の
穴
を
含
め
た
材
木
の
先
端
部
分
を

切
り
取
る
行
為
が
建
設
現
場
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
十
四
世
紀
前
半
に

制
作
さ
れ
た
『
春
日
権
現
験
記
』
巻
一
の
描
写
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
他

の
中
世
絵
巻
に
よ
く
み
ら
れ
る
番
匠
の
作
業
を
手
伝
う
童
た
ち
の
姿
に
交
じ
っ
て
、

穴
の
空
い
た
材
木
の
端
切
れ
と
か
ん
な
屑
を
取
り
ま
と
め
て
運
搬
す
る
童
た
ち
が

は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

　

中
世
の
工
匠
組
織
は
基
本
的
に
家
族
的
徒
弟
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

具
体
的
な
建
築
技
術
も
そ
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
い
っ

�
け
で
、
建
築
現
場
で
生

じ
た
端
材
や
か
ん
な
屑
な
ど
も
彼
ら
の
手
に
よ
り
燃
料
と
し
て
京
内
で
売
ら
れ
た
り
、

彼
ら
の
副
業
に
利
用
さ
れ
た
り
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
五
世
紀
初
頭
の
事
例

に
な
る
が
、
伏
見
宮
貞
成
の
邸
宅
に
修
造
等
で
頻
繁
に
出
入
り
す
る
大
工
源
内
次
郎

が
琵
琶
の
修
理
を
行
っ
て
い
る
〔『
看
聞
日
記
』
応
永
二
十
四
年
十
月
十
三
日
条
〕。
首

都
京
都
や
そ
の
近
郊
に
お
い
て
は
、
番
匠
た
ち
に
よ
っ
て
造
営
用
材
の
余
材
・
端
材

が
再
利
用
さ
れ
う
る
機
会
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

  
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
権
門
寺
社
の
立
地
す
る
地
域
内
の
堀
川
の
材
木

市
場
が
成
立
し
存
続
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
平
安
京
造
営
以
来
の
材
木
（
お
も
に
丹

波
・
近
江
の
産
出
）
の
集
積
・
備
蓄
か
ら
売
買
空
間
へ
の
発
展
、
と
い
う
位
置
づ
け

（　

）
４７記
に

（　

）
４８た
わ

の
み
で
は
十
分
と
は
い
え
ま
い
。
た
と
え
ば
、
十
三
世
紀
半
ば
の
薗
城
寺
造
営
に

あ
っ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
全
面
的
な
支
援
体
制
の
も
と
で
京
都
「
南
座
」
に
用
材
を
集

め
、
木
造
始
を
近
江
の
建
設
現
場
で
な
く
京
都
で
行
っ
て
い
る
事
実
が
あ

�
大
量

消
費
地
で
あ
る
首
都
京
都
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
個
々
の
寺
社
造
営
の
現
場
に
解
消

し
え
な
い
次
元
で
の
技
術
の
需
要
と
そ
の
担
い
手
が
た
え
ず
同
居
す
る
よ
う
な
か
た

ち
で
、
流
通
の
末
端
に
位
置
す
る
市
場
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

必
ず
し
も
明
証
の
得
ら
れ
な
い
史
料
的
状
況
下
で
あ
え
て
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に

終
始
し
た
が
、
本
章
ま
で
に
提
起
し
た
論
点
を
ま
と
め
よ
う
。

　

中
世
前
期
の
寺
社
造
営
用
材
が
移
動
す
る
杣
山
↓
中
核
的
集
散
地
↓
建
設
現
場
は
、

お
お
む
ね
生
産
・
流
通
・
消
費
の
流
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
十

三
世
紀
半
ば
以
降
の
広
域
的
な
〈
流
通
商
品
材
〉
の
展
開
に
と
も
な
い
、
中
核
的
集

散
地
に
お
い
て
も
生
産
の
技
術
と
そ
の
担
い
手
が
立
地
・
成
長
し
、
全
体
的
に
は
材

木
を
め
ぐ
る
技
術
の
社
会
的
配
置
が
変
容
し
て
い
く
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
杣
山
・
中

核
的
集
散
地
・
建
設
現
場
の
各
段
階
に
見
合
っ
た
造
営
用
材
の
生
産
・
消
費
活
動
と

建
築
技
術
に
隣
接
す
る
他
の
生
業
と
が
、
木
を
共
通
の
素
材
と
し
な
が
ら
重
層
的
に

存
在
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
想
定
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

中
世
権
門
寺
社
の
造
営
に
使
用
さ
れ
る
材
木
の
調
達
プ
ロ
セ
ス
を
論
じ
な
が
ら
、

ほ
ん
ら
い
は
一
体
的
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
運
送
技
術
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
杣
山
を
始
点
と
し
た
筏
流
し
に
よ
る
材
木
の
搬
出
・

運
送
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
黒
田
日
出
男
・
保
立
道
久
氏
ら
の
先
行
研
�

あ
る
が
、

こ
れ
に
本
稿
で
も
論
及
し
た
尼
崎
の
材
木
送
状
な
ど
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
諸
国
の
関
係

史
料
に
散
見
さ
れ
る
船
を
使
っ
た
材
木
運
送
の
実
態
を
あ
わ
せ
て
、
材
木
の
移
動
そ

の
も
の
に
か
か
わ
る
技
術
と
そ
の
担
い
手
に
つ
い
て
も
分
析
を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

（　

）
４９る
。

（　

）
５０究
が
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ま
た
、
材
木
の
生
産
技
術
に
し
て
も
、
肝
心
な
そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
詳
細
に
解

明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
と
工
匠
集
団
に
よ
る
建
築
技
術
の
継
承
を
組
み
合
わ

せ
た
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
十
二
世
紀
末
の
東
大
寺
再
建

事
業
で
重
源
が
宋
人
か
ら
修
得
し
た
と
い
う
ロ
ク
ロ
の
技
術
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、

『
法
然
上
人
絵
伝
』
な
ど
に
描
写
が
あ
る
一
方
で
、
本
稿
で
ふ
れ
た
鎌
倉
末
期
の
賀

茂
別
雷
社
造
替
時
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
奈
良
番
匠
を
招
聘
し
て
用
材
を
整
え
、
仮
殿
を

移
動
す
る
た
め
の
ロ
ク
ロ
を
設
営
し
て
い
る
経
過
が
図
入
り
で
遷
宮
記
に
こ
と
細
か

に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
南
都
に
継
承
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
ロ
ク
ロ

技
術
と
そ
の
担
い
手
を
考
え
る
う
え
で
、
一
部
に
残
る
中
世
の
ロ
ク
ロ
の
実
例
も
含

め
て
絶
好
の
研
究
素
材
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
モ
ノ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
立
ち
返
り
な
が
ら
、
本
稿
で
わ
ず
か

に
試
み
た
ご
と
き
文
献
史
料
の
分
析
を
さ
ら
に
精
緻
化
し
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
い
な
い
社
寺
の
造
替
記
・
遷
宮
記
な
ど
の
記
録
と
既
知
の
文
書
史
料
を
併
用

し
た
検
討
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
�
　（

１
）　

最
新
の
研
究
と
し
て
、
栄
原
永
遠
男
「
石
山
寺
増
改
築
工
事
の
財
政
と
銭
貨
」（『
金
融
研

究
』
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
２
）　

代
表
的
な
研
究
に
新
城
常
三
『
中
世
水
運
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。

（
３
）  
田
村
憲
美
「
中
世
「
材
木
」
の
地
域
社
会
論
」（『
日
本
史
研
究
』
四
八
八
、
二
〇
〇
三
年
）。

以
下
、
田
村
氏
の
見
解
を
引
用
す
る
際
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
４
）　

高
橋
一
樹
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
５
）　

赤
松
俊
秀
「
杣
工
と
荘
園
」（『
古
代
中
世
社
会
史
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
三
年
）。

（
６
）　

五
月
二
十
五
日
後
鳥
羽
上
皇
院
宣
案
（
播
磨
清
水
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
補
四
八
〇
号
）。

（
７
）　
『
小
右
記
』
治
安
三
年
七
月
二
十
日
条
。

（
８
）　
（
元
弘
三
年
カ
）
九
月
二
十
二
日
赤
松
円
心
書
状
（
安
積
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
五
七

三
号
）、
延
元
元
年
□
月
廿
一
日
光
俊
年
貢
米
借
用
状
（
大
徳
寺
徳
禅
寺
文
書
、『
兵
庫
県
史
』

史
料
編
中
世
七
）、『
桾
拾
集
』（『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
四
）
な
ど
。

（
９
）　

仁
安
三
年
七
月
七
日
後
白
河
院
庁
下
文
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
田
中
穣
氏
旧
蔵

典
籍
古
文
書
」）。

註

（　

）　

長
承
元
年
九
月
二
十
三
日
官
宣
旨
案
・
嘉
応
三
年
四
月
十
七
日
官
宣
旨
案
（
東
京
大
学
史
料

１０

編
纂
所
所
蔵
廣
田
社
旧
記
、
平
二
二
四
〇
・
平
三
五
七
五
）。
保
立
道
久
「
海
か
ら
み
た
川　

山
か
ら
み
た
川
」（『
月
刊
百
科
』
二
五
九
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。
な
お
、『
吉
記
』
承
安

四
年
二
月
十
七
日
条
に
「
廣
田
社
神
人
訴
事
」
と
あ
る
の
も
関
連
す
る
。

（　

）　

市
沢
哲
「
院
御
願
寺
の
造
営
に
関
す
る
一
考
察
」（『
神
戸
大
学
史
学
年
報
』
二
号
、
一
九

１１

八
七
年
）、
丸
山
仁
「
院
政
期
に
お
け
る
御
願
寺
造
営
事
業
」（『
院
政
期
の
王
家
と
御
願
寺
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

（　

）　

川
端
新
『
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）。

１２
（　

）　

建
仁
元
年
三
月
日
伊
賀
国
在
庁
官
人
解
案
（
東
大
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
一
号
）、

１３

同
年
四
月
日
伊
賀
国
在
庁
官
人
等
申
状
案
（
東
大
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
九
六
号
）。

（　

）　

戸
田
芳
実
「
山
野
の
貴
族
的
領
有
と
中
世
初
期
の
村
落
」（『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』

１４

岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
。
初
出
は
一
九
六
一
年
）。

（　

）　

高
橋
一
樹
「
王
家
領
荘
園
の
立
荘
」（
前
掲
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
』
。
初
出
は
一
九

１５

九
九
年
）。
な
お
、
神
野
真
国
荘
の
杣
と
住
人
に
つ
い
て
は
、
上
横
手
雅
敬
「
武
士
団
の
成

立
」（『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
〇
年
。
初
出
は
一
九
五
六
年
）
が
詳
し

い
。

（　

）　

酒
井
紀
美
「
村
落
間
相
論
の
作
法
」（『
日
本
中
世
の
在
地
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

１６

九
年
。
初
出
は
一
九
九
一
年
）。

（　

）　

黒
田
日
出
男
「
中
世
的
河
川
交
通
の
展
開
と
神
人
・
寄
人
」（『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』

１７

校
倉
書
房
、
一
九
八
四
年
。
初
出
は
一
九
八
〇
年
）。
以
下
、
黒
田
氏
の
見
解
を
引
用
す
る
際

は
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（　

）　

前
掲
栄
原
永
遠
男
「
石
山
寺
増
改
築
工
事
の
財
政
と
銭
貨
」
を
参
照
。

１８
（　

）　

天
喜
三
年
十
一
月
十
三
日
安
倍
友
高
解
（
百
巻
本
東
大
寺
文
書
、『
平
安
遺
文
』
七
三
八

１９

号
）
や
天
永
元
年
十
月
二
十
六
日
東
大
寺
大
仏
殿
多
聞
天
損
色
等
注
文
（
東
南
院
文
書
、『
平

安
遺
文
』
一
三
三
号
）。

（　

）　
『
愚
管
抄
』
巻
五
。

２０
（　

）　

吉
川
聡
・
遠
藤
基
郎
・
小
原
嘉
記
「「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
」
の
研
究
」（『
南
都
仏
教
』

２１

九
一
、
二
〇
〇
八
年
）。

（　

）　

田
村
憲
美
「
文
永
九
年
山
城
国
高
神
社
造
営
流
記
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
九
、

２２

二
〇
〇
二
年
）。

（　

）　

牛
間
檜
榑
は
後
掲
す
る
元
応
二
年
の
賀
茂
御
祖
社
造
替
関
係
史
料
に
よ
る
。「
牛
間
」
は
牛

２３

島
で
、
寛
治
四
年
七
月
十
三
日
賀
茂
御
祖
社
領
荘
園
十
九
ヶ
所
・
御
厨
九
ヶ
所
の
う
ち
佐
河
牛

島
御
厨
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
山
国
木
」「
安
芸
四
五
」
は
後
掲
す
る
貞
和
三
年
（
一
三

四
七
）
の
賀
茂
御
祖
社
遷
宮
材
木
送
状
に
よ
る
。
な
お
、
宝
治
元
年
六
月
日
高
野
山
衆
徒
申

状
（
高
野
山
文
書
続
宝
簡
集
、『
鎌
倉
遺
文
』
六
八
四
九
号
）
に
、
高
野
山
蓮
華
浄
院
領
で
あ

る
阿
波
国
宍
喰
荘
は
所
当
年
貢
を
弁
済
せ
ず
、
わ
ず
か
に
山
海
雑
物
と
杉
小
榑
の
み
を
進
上

［中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置］……高橋一樹



48

し
て
い
た
と
あ
る
。

（　

）　

須
磨
千
頴
「
賀
茂
社
嘉
元
三
年
遷
宮
記
」（『
賀
茂
文
化
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
四
年
）、

２４

同
「
賀
茂
別
雷
神
社
「
嘉
元
三
年
御
遷
宮
記
」」（『
賀
茂
文
化
研
究
』
第
四
号
、
一
九
九
五

年
）。
尾
上
陽
介
「
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵
『
賀
茂
神
主
経
久
記
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）
も
あ
わ
せ
て
参
照
し
た
。

（　

）　

貞
応
三
年
カ
十
月
廿
日
行
慈
書
状
（
神
護
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
三
〇
一
号
）、
弘
長

２５

元
年
十
一
月
日
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
々
官
百
姓
等
請
文
（
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
、『
鎌
倉
遺

文
』
八
七
四
三
号
）。

（　

）　

正
応
二
年
二
月
日
平
野
殿
荘
雑
掌
重
申
状
案
（
東
寺
百
合
文
書
ネ
）。
菱
沼
一
憲
氏
の
ご
教

２６

示
に
よ
る
。
本
文
書
は
前
掲
『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
九
号
の
『
鎌
倉
遺
文
』
未
収
録
「
東
寺
百

合
文
書
」（
９
）
で
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
釈
文
も
参
照
し
た
。
当
該
相
論
の
詳
細
は
高
木

徳
郎
「
荘
園
制
展
開
期
に
お
け
る
山
野
の
「
領
有
」
と
相
論
」（『
日
本
中
世
地
域
環
境
史
の

研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。
な
お
、
元
徳
三
年
二

月
の
山
城
海
住
山
寺
禁
制
案
（
海
住
山
寺
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
七
〇
八
号
）
に
も
、
対

価
を
受
け
取
っ
て
杣
材
木
を
伐
用
す
る
こ
と
は
一
切
停
止
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

綿
貫
友
子
『
紀
伊
水
道
お
よ
び
そ
の
周
縁
部
に
お
け
る
中
世
海
道
・
流
通
の
研
究
』（
科
学

２７

研
究
費
補
助
金
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年
）。
な
お
、
淀
津
に
つ
い
て
は
、
大
村
拓
生
「
淀
と
淀

川
交
通
」（『
中
世
京
都
首
都
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

（　

）　

鴨
脚
秀
文
文
書
「
正
安
四
年
遷
宮
記
」
所
収
の
賀
茂
御
祖
社
司
解
断
簡
（
東
京
大
学
史
料

２８

編
纂
所
架
蔵
の
影
写
本
に
よ
る
）。

（　

）　

本
文
書
は
下
鴨
神
社
文
書
を
典
拠
に
『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
五
六
二
号
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

２９

い
る
が
、『
鎌
倉
遺
文
』
の
編
者
が
確
認
し
た
文
書
の
内
容
は
ご
く
わ
ず
か
な
抄
録
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
未
紹
介
の
個
人
蔵
「
賀
茂
社
古
文
書
」
に
含
ま
れ
る
本
文
書
（
一
部
に
欠
失
あ

り
）
を
参
照
し
て
い
る
。
本
文
書
を
含
む
新
出
「
賀
茂
社
古
文
書
」
の
全
貌
は
所
蔵
者
の
意

向
に
よ
り
後
日
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
機
会
を
も
ち
た
い
。

（　

）　

前
掲
新
城
常
三
『
中
世
水
運
史
の
研
究
』。

３０
（　

）　

矢
田
俊
文
・
竹
内
靖
長
・
水
沢
幸
一
編
『
中
世
の
城
館
と
集
散
地
』（
高
志
書
院
、
二
〇
〇

３１

五
年
）。

（　

） 

『
尼
崎
市
史
』
第
１
巻
第
四
章
第
一
節
（
戸
田
芳
実
執
筆
担
当
、
一
九
六
六
年
）。

３２
（　

）　

前
掲
『
尼
崎
市
史
』
第
１
巻
第
四
章
第
一
節
。

３３
（　

）　

大
河
直
躬
『
番
匠
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
）。

３４
（　

）　

た
と
え
ば
、
前
掲
「
賀
茂
社
嘉
元
三
年
遷
宮
記
」
を
み
て
も
、
堀
川
の
材
木
市
場
で
の
造

３５

営
用
材
の
購
入
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
堀
川
の
材
木
市
場
付
近
の
情
景
は
、『
一
遍
聖

絵
』
巻
七
に
あ
る
筏
流
し
の
描
写
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

（　

）　

前
掲
「
賀
茂
社
嘉
元
三
年
遷
宮
記
」
お
よ
び
「
嘉
元
三
年
御
遷
宮
記
」。

３６
（　

）　

嘉
元
二
年
七
月
日
東
大
寺
大
垣
修
理
所
注
進
状
（
狩
野
亨
吉
蒐
集
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
二

３７

一
九
二
八
号
）
な
ど
。

（　

）　

前
掲
「
賀
茂
社
古
文
書
」
所
収
元
応
二
年
八
月
日
賀
茂
御
祖
社
造
替
材
木
注
文
案
。

３８
（　

） 

こ
れ
ま
で
は
、
内
閣
文
庫
所
蔵
「
賀
茂
御
祖
皇
太
神
宮
諸
国
神
戸
記
」
に
書
写
さ
れ
た
、
貞

３９

和
三
年
三
月
十
五
日
付
け
・
同
年
四
月
十
四
日
付
け
・
同
年
四
月
十
七
日
付
け
の
賀
茂
御
祖
社

遷
宮
材
木
送
状
写
三
通
を
『
尼
崎
市
史
』
第
四
巻
が
翻
刻
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
う
ち
の
四
月
十
七
日
付
け
を
含
む
、
五
月
十
四
日
付
け
・
日
付
欠
・
七
月
四
日
付
け
・
八
月

十
六
日
付
け
・
九
月
五
日
付
け
の
正
文
六
通
が
前
掲
の
個
人
蔵
「
賀
茂
社
古
文
書
」
に
収
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
こ
で
は
正
文
の
記
述
内
容
を
表
に
ま
と
め
る
だ
け
に
と
ど

め
、
全
体
の
紹
介
は
所
蔵
者
の
意
向
に
よ
り
後
日
あ
ら
た
め
て
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

（　

） 

こ
の
と
き
の
賀
茂
御
祖
社
造
替
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
に
つ
い
て
は
、
鴨
脚
秀
文
庫
所
蔵
「
下

４０

鴨
社
遷
宮
記
」（
貞
和
四
年
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
影
写
本
に
よ
っ
た
）
に
よ
る
。

（　

） 

『
春
日
権
現
験
記
』
巻
一
や
『
石
山
寺
縁
起
』
巻
一
、『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
巻
九
、『
真

４１

如
堂
縁
起
』、『
法
然
上
人
絵
伝
』
な
ど
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
な
お
、
前
掲
大
河
直
躬
『
番
匠
』、

遠
藤
元
男
編
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
史
料　

日
本
職
人
史
』
第
一
巻
職
人
の
誕
生
（
雄
山
閣
出
版
、

一
九
九
一
年
）
の
「
住
ま
い
と
造
作
」
も
参
照
し
た
。

（　

） 

後
藤
治
・
藤
田
盟
児
・
光
井
渉
「
平
安
時
代
の
造
営
文
書
に
よ
る
寝
殿
造
付
属
堂
の
復
原
」

４２
（『
建
築
史
学
』
第
十
六
号
、
一
九
九
一
年
）。
清
水
擴
「
造
営
文
書
に
よ
る
寝
殿
造
邸
宅
内
一

建
物
の
復
原
試
案　

細
殿
と
の
関
係
に
お
い
て
」（『
建
築
史
学
』
第
二
十
四
号
、
一
九
九
五

年
）。
谷
重
雄
「
上
賀
茂
神
社
嘉
元
造
替
の
本
殿
」（『
建
築
史
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
四
〇

年
）。
こ
の
三
論
文
は
、
専
門
性
の
高
い
建
築
部
材
の
名
称
や
実
際
の
建
築
物
に
お
け
る
位
置

な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る
う
え
で
大
き
な
導
き
の
糸
と
な
っ
た
。

（　

） 

『
尼
崎
市
史
』
第
１
巻
第
四
章
第
二
節
（
戸
田
芳
実
執
筆
担
当
、
一
九
六
六
年
）。

４３
（　

）　

大
村
拓
生
「
河
尻
の
檜
物
商
人
」（『
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
』
第
三
五
巻
第
二

４４

号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（　

）　

前
掲
『
尼
崎
市
史
』
第
１
巻
第
四
章
第
一
節
。

４５
（　

）　

網
野
善
彦
「
宇
治
川
の
網
代
」（『
中
世
の
天
皇
と
非
農
業
民
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）。

４６
（　

）　

註
（　

）
に
同
じ
。

４７

４０

（　

）　

浅
香
年
木
「
工
匠
座
の
成
立
と
初
期
の
構
造
」（『
日
本
古
代
手
工
業
史
の
研
究
』
法
政
大

４８

学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
初
出
は
一
九
六
九
年
）、
同
「
工
匠
集
団
の
構
造
」（『
日
本
古
代

手
工
業
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
初
出
は
一
九
六
四
年
）。
前
掲
大
河

直
躬
『
番
匠
』。
仲
村
研
「
中
世
の
大
工
・
刀
工
・
鋳
物
師
と
技
術
」（
三
浦
圭
一
編
『
技
術
の

社
会
史
』
第
１
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
）。

（　

）  
七
月
七
日
権
寺
主
覚
□
奉
書
な
ど
醍
醐
寺
所
蔵
『
諸
尊
道
場
観
集
』
紙
背
文
書
に
関
係
史
料

４９

が
み
え
る
（
田
中
稔
「
醍
醐
寺
所
蔵
『
諸
尊
道
場
観
集
』
紙
背
文
書
（
上
）（
下
）」『
醍
醐
寺

文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
六
号
・
第
七
号
、
一
九
八
四
年
・
一
九
八
五
年
）。

（　

）  
前
掲
黒
田
日
出
男
「
中
世
的
河
川
交
通
の
展
開
と
神
人
・
寄
人
」
お
よ
び
前
掲
保
立
道
久

５０
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「
海
か
ら
み
た
川　

山
か
ら
み
た
川
」。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
三
日
審
査
終
了
）

［中世権門寺社の材木調達にみる技術の社会的配置］……高橋一樹
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This paper discusses the changes to the system for procuring timber for the construction of temples and 

shrines for the ruling elite in the early part of the Middle Ages, as well as the social positioning of their underly-

ing technologies. The study is based on the findings of previous research on the production, distribution and con-

sumption of construction timber in the latter part of the Middle Ages.

This study shows that at around the second half of the 13th century the system for the procurement of con-

struction timber changed accompanying growth in commodities distributed over a wide area and growth in the 

trading of timber around the Kinki region during the period spanning the end of the Ancient period through the 

beginning of the Middle Ages. This occurred against a backdrop of changes in the social functions of central dis-

tribution centers whose functions went beyond the accumulation, stockpiling and trading of goods. In this con-

text, this paper also addresses issues concerning the development of technologies associated with the sawing 

and processing of timber in its broader sense and the people who provided such technologies, as well as the re-

lationship that existed between these people and other occupations that also used timber.

The same perspective may also be applied to mountain forests and construction sites in urban centers. Al-

though in the Middle Ages vague channels for the production, distribution and consumption of timber between 

urban and rural communities existed, these functions were combined in timberland areas, central distribution 

centers and construction sites, though the ratios of each function at each site varied. In this sense, we cannot 

overlook the fact that even though in medieval society technologies for the “sawing of timber” and “transporta-

tion” were underpinned by specific spaces and people, it would seem that they were not completely separate so-

cially.

The next step, therefore, is to examine the specific practices and continuation of technologies for each of the 

aspects of production, distribution and consumption of timber that were combined in the Middle Ages and inte-

grated magical practices, including a thorough analysis of historical materials referred to for this study.

Key words: Middle Ages, timber, technologies, temples and shrines, occupations

The Social Positioning of Technologies Seen in the Procurement of Timber for the 

Temples and Shrines of the Ruling Elite Focusing on the Early Middle Ages
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